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1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行なうフィデリティ・セレクト・フ

ァンド（テクノロジー）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法

第5条の規定により有価証券届出書を2005年５月 20日に関東財務局長に提出し、

2005 年５月 21 日にその届出の効力が生じております。 

2. 証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号に定める内容を記載した目論見書(以下「請求目

論見書」といいます。)は、投資家の請求があった場合に交付されます。当該請求

を行なった場合は、投資家自らが当該請求を行なった旨を記録する必要がありま

す。なお、本投資信託説明書（交付目論見書）は、請求目論見書が添付されてお

ります。 

3. このファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式を含

む他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、

組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響（外貨建の資産には為替相

場の変動による影響もあります。）により上下しますので、これにより投資元本を

割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の

経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本

を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆

様に帰属し、元本が保証されているものではありません。 
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ファンドの概要

詳細につきましては、目論見書本文の該当ページをご覧くださいますよ
うお願い申し上げます。

①

ファンドの名称

ファンドの基本的性格

ファンドの目的

主な投資対象

ベンチマーク

主な投資制限

価格変動等のリスク

決算日

信託期間

お申込み日

お申込み価額

お申込み単位

お申込み手数料

ご換金

－

5ページ

5ページ

③ページ

③、10ページ

17～19ページ

⑦～⑧ページ

16、37ページ

37ページ

3ページ

⑨、1ページ

⑨、3ページ

⑩、1～2ページ

⑪～⑫、34～35ページ

フィデリティ･セレクト･ファンド（テクノロジー）（注1）

追加型株式投資信託（契約型）／国内株式型（一般型）（注2）

わが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含み
ます。）されている株式を主要投資対象とし、信託財産
の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行
なうことを基本とします。

わが国のテクノロジー関連企業（技術進歩や技術改良
につながる、またはこれらから恩恵を受ける可能性のあ
る商品、サービス等の提供、利用あるいは開発に従事し
ていると判断される企業をいいます。）の株式を主要な
投資対象とします。

FTSE ジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アン
ド・FTSE ジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウ
ィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデック
スをベンチマーク（運用目標）とします。（指数との連動
を目指すものではありません。）

株式への投資割合には制限を設けません。
外貨建資産への投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の35％以内とします。

株式、公社債などの値動きのある証券（外国証券への投
資については為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は変動します。従って、元本が保証されて
いるものではありません。

原則として、毎年2月20日とします。決算日に該当す
る日が休業日の場合、その翌営業日を決算日としま
す。（注3）

原則無期限です。（注4）

原則いつでもお申込みいただけます。

取得申込受付日の基準価額

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

販売会社がそれぞれ定める料率とします。ただし、
3.15％（消費税等相当額抜き3.00％）を上限とします。

原則いつでもご換金のお申込みができます。
支払日は原則として解約請求受付日より5営業日以降
になります。



②

ご換金価額

ご換金単位

信託財産留保額

信託報酬

信託約款の変更

信託の終了

⑫、24、34～35ページ

⑫、34ページ

⑫、24、34ページ

⑬、24ページ

37～38ページ

37ページ

解約請求受付日の解約価額（注5）

販売会社がそれぞれ定める単位とします。

基準価額の1％

純資産総額に対し年率1.575％（消費税等相当額抜き1.50％）

ご投資家の利益のため必要と認めるときまたはやむを得
ない事情が発生したときは信託約款を変更することがで
きます。（注6）

ファンドの残存口数が30億口を下回った場合、信託の
終了がご投資家に有利であると認める場合その他やむ
を得ない事情が発生したときは、信託を終了することが
できます。（注7）

当投資信託説明書（以下「目論見書」といいます。）に記載されている用語の解説については
50～52ページもあわせてご参照ください。

注1：以下「ファンド」といいます。
注2：「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入限

度70％以上のファンドで、主として国内株式に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。
注3：ただし、最終決算日は信託の終了日となります。
注4：ただし、ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等は、委託会社は信託を終了することができます。
注5：解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に1％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除し

た額を解約価額とします。
注6：信託約款を変更する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出たうえで行

ないます。信託約款の変更事項が重大な場合には、これを公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面
を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。

注7：信託を終了する場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出を行ない、これを
公告し、かつ知られたるご投資家に対して書面を交付します。ただし、全てのご投資家に対して書面を交
付したときは、原則として公告を行ないません。



■ わが国のテクノロジー関連企業（技術進歩や技術改良につながる、
またはこれから恩恵を受ける可能性のある商品、サービス等の提
供、利用あるいは開発に従事していると判断される企業をいいま
す。以下同じ。）の株式を主要な投資対象とします。
・テクノロジー関連企業には、コンピュータ、半導体、電気機器、通信等の産業分
野において製品またはサービスを開発、製造あるいは販売する企業が含まれ
ます。

■ 個別企業分析により、テクノロジー関連企業の中から成長力が高いと判
断される企業（海外企業に投資をすることもあります。）を選定し、利益
成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。

■ 個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループ＊1の日本および世
界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポート
フォリオ・マネージャーによる｢ボトム・アップ・アプローチ｣を重視し
た運用を行ないます。

■ 株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の
65％超を基本とします。

■ 日本のテクノロジー関連株指数であるFTSE ジャパン・インフォメー
ション・テクノロジー・アンド・FTSE ジャパン・エレクトリカル・イク
イップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデ
ックス＊2をベンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該指数を上回
る運用成果をあげることを目標とします。（指数との連動を目指す
ものではありません。）

■ 国内のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象としますが、一
部海外のテクノロジー関連企業の株式に投資することもあります。

ファンドの特色及び投資方針

③



④

■ 銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、
企業の財務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等
に着目したファンダメンタルズ分析を行ないます。分析要因には潜
在成長性、予想収益および経営状態が含まれます。

銘柄選択基準：
業界平均を上回る収益の伸びが予想され、利益の上方修正が見込める銘柄に注目します。そして、バリュエーシ
ョンに相対的な魅力のある銘柄に投資します。
●中・長期的な将来の収益成長が構造変化に裏付けられている点を重視します。
●新商品や新サービスの開発力を重視します。

■ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合
もあります。

＊1「フィデリティ･グループ」とは、資本関係のない提携グループのFMR Corp.およびFidelity International
Limitedとそれらの関連会社を意味します。（以下、フィデリティ・グループの会社を総称して「フィデリティ」
ということがあります。）また「フィデリティ」とは日本語では「忠誠」、「忠実」を意味します。

＊2 FTSE ジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSE ジャパン・エレクトリカル・イクイップメン
ト・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスとは、FTSE ワールド・インデックスにおいて
日本の情報テクノロジーセクターまたは電気機器セクターに分類される企業のパフォーマンスを計測する
ための調整時価総額加重指数です。
当該指数は、構成銘柄の時価総額比率の上限が8.5％となるように調整されています。上限は、リバランス
時の見直しにより、変更される可能性があります。



⑤

ファンドの運用体制

■ フィデリティ・グループの企業調査情報の活用
■ フィデリティ・グループの企業調査
● フィデリティ・グループは、投資対象の綿密な調査を重視しています。
大規模なインハウス・リサーチ（自社のスタッフによる独自調査）体
制を有しており、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調
査・運用に従事しています。企業内容の調査・分析にあたっては、世
界主要拠点のグループ内のアナリストが独自に作成した企業調査情報
を活用します。集められた企業情報はグループ内にてリアルタイムで
共用され、株式や債券の運用に活かされています。

■ フィデリティ・グループの運用哲学
● 株式の運用においては、グループ創立以来、運用哲学の基礎を「ボト
ム・アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。
「ボトム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうこ
とにより、企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調
査・分析し、その結果をもとに運用する手法です。世界の調査部隊を
７つのセクター（消費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノ
ロジー、金融、天然資源）に分け、企業の中長期的な成長の原動力と
なる競争力を多面的に調査します。調査対象企業からの情報のみなら
ず、世界中の競争相手はもとより、仕入先、納品先といった取引先か
ら、より広く、かつ客観的な情報を収集し、収益予測を行ない、最終
的に中長期的な成長力を持った企業を発掘することに注力しています。

＜フィディリティ・グループの運用・調査体制＞

米国 欧州 日本 
アジア・ 
パシフィック 総計 拠点 

株式 
ポートフォリオ・ 
マネージャー 

アナリスト 

トレーダー 

83 31 11 15

0

140

ハイ・イールド・ボンド 6 0 0 6

投資適格債券 21 6 0 1 28

株式 127 58 22 20 227

ハイ・イールド・ボンド 15 0 0 0 15

投資適格債券 44 16 0 4 64

株式 34 10 8 8 60

ハイ・イールド・ボンド 3 0 0 0 3

投資適格債券 26 7 0 2 35

合計 359 128 41 50 578

（2004年12月末日現在） 

※上表中の数値は、将来変更となることがあります。 



⑥

※　セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日
本においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。

● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超
過収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用におい
ては、社内の債券専任アナリストによる計量分析（クォンツ分析）、発
行体の信用分析（ファンダメンタルズ分析）の双方を活用した複数の
戦略の積み重ねにより、付加価値を創出することを目的としています。
ハイ･イールド・ボンド（高利回り事業債）の運用においては、ハイ･
イールド・ボンド専任の社内アナリストが、株式同様、ボトムアップ
による徹底した個別企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小
限に抑える運用を行なうことに注力しています。いずれの場合におい
ても、社内の株式アナリストとの間で調査情報の共有、調査活動の連
携が行なわれています。

■ 運用プロセス



⑦

（投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されておりません。また収益や投資利回り等も未確定の商品です。）

ファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式
を含む他の有価証券に投資することもあります。また、ファンドの基準
価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響（外貨
建の資産には為替相場の変動による影響もあります。）により上下しま
すので、これにより投資元本を割り込むことがあります。また、組み入れ
た株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそ
れらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり
ます。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益は全て投
資家に帰属し、元本が保証されているものではありません。

（イ）証券投資信託の運用において想定されるリスク
◇ 有価証券（株式・債券等）の価格変動リスク：基準価額は株価や債券価格などの
市場価格の動きを反映して変動します。

◇ 為替リスク：日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスク
が発生し、各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドの基準価額が変動し
ます。

◇ カントリーリスク：海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の
政治、経済および社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準
価額に大きな変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージン
グ・マーケット（新興諸国市場）の場合には、特有のリスク（政治・社会的不確実性、
決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度
の未整備、為替レートの高い変動、外国への送金規制等）が想定されます。

99/11 
（設定時） 

累積投資額（基準価額） 
ベンチマーク 
（FTSE ジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSE ジャパン・エレクトリカル・ 
 イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス） 

基 準 価 額　　　5，899円 
　　　 （2005年3月31日） 
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（円） 

過去の運用状況

ファンドのリスク

※過去の実績は、将来の収益を保証するものではありません。
※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額
です。ただし、申込手数料および収益分配金にかかる税金は考慮していません。

※ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円としています。
※基準価額は信託報酬控除後のものです。

＜フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）基準価額推移＞（1999年11月19日～2005年3月31日）
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◇ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク：解約資金を手当
するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。その際
には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性が
あります。

◇ 信用リスク：株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥
った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投
資を行なう場合には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があり
ます。

（ロ）その他、ファンド運用において考えられるリスク

◇ 特定業種投資のリスク：市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸動向が、
特定の業種に対して著しい影響を及ぼすことがあります。また、当該業種に属
する銘柄は、これらの動向その他に対して同様の反応を示すことがあります。
テクノロジー関連企業は、既存技術の陳腐化、短い製品サイクル、物価および
利益水準の下落、新規市場参入者との競争などの影響を強く受けることがあ
ります。

◇ 分散投資が限定されるリスク：ファンドは、同一銘柄の株式等のファンド純資産
総額に対する投資比率の制限を設けていないため、この制限を設けている他の
投資信託と比べてより少ない銘柄の株式等に投資することがあります。この場
合、一銘柄の価格変動がファンドの基準価額に与える影響がより大きくなります。

◇ ベンチマークとの乖離に関するリスク：ファンドのパフォーマンスは、ベンチマ
ークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的にベン
チマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークを上回ること
を保証するものではありません。また、わが国の株式市場の構造変化等によって
は、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。

◇ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク：ファンドは、ボトム・アップ・アプ
ローチで組入銘柄を決定します。リスク管理も行ないますが、結果的に、ポ
ートフォリオの銘柄構成等がわが国の株式市場全体とは大きく異なるものと
なる場合も想定されます。その場合、ファンドの基準価額の値動きは、わが
国の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定されます。

◇ 運用担当者の交代に関するリスク：前述の｢ファンドの特色及び投資方針｣中で
示された銘柄選択基準等の考え方は、2005年5月現在のものであり、今後、変
更となる場合があります。また、長期間にわたってファンドを運用していく上で、
運用担当者が交代となることもあります。その場合においても、フィデリティ・グ
ループの企業調査情報を活用する体制およびフィデリティ創立以来の原点であ
る｢ボトム・アップ・アプローチ｣が変わることはありませんが、運用担当者の交代
等に伴い、保有銘柄の入替え等が行なわれる場合があります。

◇ 有価証券先物取引等のリスク：ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に
影響を及ぼすその他の諸要因に関するファンドのリスクを増加または減少させ
る運用手法（たとえば有価証券先物取引等）を用いることがあります。このよう
な手法が想定された成果を収めない場合、ファンドはその投資目的を達成でき
ず、損失を生じるおそれがあります。



（１）お申込みについて：
（イ）お申込み取扱い場所
ファンドの販売会社において委託会社および販売会社の営業日にお申込みの
受付を行ないます。
販売会社の詳細は下記にご照会ください。

フィデリティ投信株式会社（以下｢委託会社｣といいます。）
インターネットホームページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html
フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

（ロ）お申込み単位

お申込み単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
（ファンドのお申込みコースには、分配金をお受取りになる「一般コース」と分配金
を自動的に再投資する「累積投資コース」があります。累積投資コースに関する
記載については、同じ内容の異なる名称を含むものとします。）
詳細は委託会社（インターネットホームページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、
フリーコール：0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）
または販売会社にお問い合せください。

（ハ）お申込み価額とお申込み手数料
■ お申込み価額（ファンドの発行価格）：取得申込受付日の基準価額とします。
基準価額とは、ファンドの信託財産の純資産総額をファンドの計算日における受
益権総口数で除して得たものです。
基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。

「計算日」とは基準価額が算出される日を示し、原則として委託会社の営業日です。

基準価額については、委託会社（インターネットホームページ：
http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、フリーコール：0120-00-8051〔受付
時間：営業日の午前9時～午後5時〕）または販売会社にお問い合せください。
また、原則として、翌日付の日本経済新聞（略称：「テクノ」）に掲載されます。

ご投資の手引き

運用の指図 

信託契約 

収益 収益 分配金・償還金 分配金・償還金 

お申込み金 お申込み金 信託金 投資 

ご投資家の 
皆様 

販売会社 委託会社 
（フィデリティ投信） 

投資対象 受託会社 
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■ お申込み手数料：
お申込みには手数料がかかります。ただし3.15％（消費税等相当額抜き
3.00％）を上限とします。
手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の申込手数料率を乗じ
て得た額です。

お申込み手数料については、委託会社（インターネットホームページ：
http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、フリーコール：0120-00-8051
〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）または販売会社にお問い合せください。

（ニ）お申込みの払込期日等
■ ファンドをお申込みの際は、取得申込受付日から起算して5営業日までに
お申込み代金を販売会社にお支払いください。
なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。

（ホ）その他のお申込みのご留意点
（a）お申込みのご留意点
■ ファンドのお申込みの際の手続き、受付時間等について：
お申込みの際は、販売会社の所定の方法に基づき行なってください。
なお、午後3時（半日営業日は午前11時）までにお申込みが行なわれたものを、
当日のお申込み受付分とします。（受付時間は販売会社により異なることがありま
す。）この受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。

■ お申込み金額が多額な場合等について：
委託会社は、ご投資家の皆様のお申込み金額が多額な場合、ファンドの効率的な
運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社の判断により、ファンドのお申込みの受付を停止することおよび既に受
付けたお申込みを取り消すことができます。

■ 累積投資コースにかかる「自動けいぞく投資約款」について：
ご投資家の皆様は、販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」＊に基づく契約
（自動けいぞく投資契約）を結んでいただきます。
＊販売会社によっては、同じ権利義務関係を規定する名称の異なる契約、または規定を用いていることがあ
り、上記の内容はこのような異なる名称の契約等にもあてはまります。

■ 受益証券の保護預りについて：
「一般コース」のご投資家が受益証券の保護預りをご希望される場合は、販売会社と
保護預り契約を締結していただいたうえで保護預りとすることができます。
「累積投資コース」の受益証券は全て保護預りとなり、受益証券をお引き出しす
ることはできません。



（b）販売会社を通じた取得申込みについてのご留意点

■ ご投資家の皆様の資金は、販売会社から委託会社に対して現実に払い込
みがなされるまでは、ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。

■ 収益分配金･一部解約金･償還金のお支払いは、全て販売会社を通じて行なわ
れます。委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対し支
払った後は、ご投資家の皆様への支払いについての責任は負いません。

■ 委託会社は、販売会社（取次会社を含みます。）とは別の法人です。

■ 委託会社はファンドの設定･運用について、販売会社は販売（ご投資家の
皆様のお申込み金額の預り等を含みます。）について責任を有しますが、
互いに他については責任を有しません。

■ 受益証券の交付は、全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販
売会社またはその指定する方について受益証券を交付しますが、その後
のご投資家の皆様への交付については責任を負いません。なお、「累積投
資コース」をお申込みのご投資家の受益証券は、全て販売会社による保
護預りとなり、交付は行なわれませんのでご承知おきください。

（2）収益の分配
（イ）分配金について
原則として、毎年２月２０日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、信託約
款に定める｢収益分配方針｣に基づいて分配を行なう予定です。ただし、必ず分
配を行なうものではありません。

（ロ）支払い方法について
「累積投資コース」をご利用された場合：
分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
「一般コース」をご利用された場合：
分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目からお
支払いいたします。販売会社でお受取りください。

（３）ご換金について
（イ）ご換金の手続き
ご換金は「解約請求」として行なうことができます。
ご換金は、委託会社およびお申込みの販売会社の営業日に、お申込みの販売会
社までご請求ください。
ご換金は、午後3時（半日営業日の場合は午前11時）までに請求が行なわれた
ものを当日のお申込み受付分とします。（受付時間は販売会社により異なること
があります。）この受付時間を過ぎてからのご換金請求は翌営業日の取扱いとな
ります。
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（ロ）ご換金単位
ご換金単位は販売会社および販売会社の取扱いコースによって異なります。
詳細は委託会社（インターネットホームページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、
フリーコール：0120-00-8051〔受付時間：営業日の午前9時～午後5時〕）
または販売会社にお問い合せください。

（ハ）ご換金の手数料とご換金の価額
ご換金にあたっては、手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に対
して１％の信託財産留保額を負担していただきます。
ご換金の際の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額
に１％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額とします。
解約価額＝基準価額―信託財産留保額（基準価額×１％）

実際にお受取りの価額は、ご投資家の皆様により異なります。
解約価額が個別元本を上回った場合：その超過額に所得税、地方税率を乗じて

得た額を差し引いた額
解約価額が個別元本を下回った場合：解約価額

（ニ）ご換金代金のお支払い時期
ご換金代金は、原則としてご投資家の皆様のご換金請求を受付けた日から起算し
て、5営業日目から販売会社でお支払いします。

（ホ）ご換金の留意点

（a）ご換金の受付の中止

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを
得ない事情があるときは、ご換金請求の受付を中止することができます。このよ
うな場合には、ご投資家の皆様はご換金請求を撤回することができます。撤回
しない場合は、委託会社がご換金請求の中止解除した後の最初の基準価額の計
算日に、この請求を受付けたものとして計算を行ないます。

（b）信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口のご換金を制限すること
があります。

（4）運用状況の報告
決算後に期間中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況を記載した
「運用報告書」を作成し、お買付けいただいた販売会社からあらかじめお申出いただ
いたご住所にお届けいたします。
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ご投資家にお申込みからご換金までの間にご負担いただく費用・税金は次のとおりです。

■お申込み時、収益分配時、ご換金時等にご負担いただく費用・税金（個人の場合）

（注1）ご投資家が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本と同額または上回っている場合に
は、当該収益分配金の全額が「普通分配金」となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該ご投資家の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が「特別分配金」、残りの金額が「普通分配金」となります。「特別分配金」は元本の払い戻しにあたるものとして
課税されません。この場合、当該ご投資家の個別元本から当該特別分配金を控除した額がその後の当該ご投資家の個別元本となります。

（注2）2004年1月1日から2008年3月31日までに支払われる収益分配金（解約・償還差益を含みます。）等につきましては、源泉税率は個人
のご投資家については10％（所得税7％、地方税3％）、法人のご投資家については7％（所得税）となります。2008年4月1日以降に支
払われるものにつきましては、源泉税率は個人のご投資家については20％（所得税15％、地方税5％）、法人のご投資家については
15％（所得税）となることが予定されております。

（注3）個別元本とは、ご投資家毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）
をいいます。ご投資家が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該ご投資家が追加信託を行なうつど当該ご投資家の受益権
口数で加重平均することにより算出されます。ただし、受益証券を保護預りとしない場合、記名式受益証券の場合、同一ファンドを複数の
販売会社で取得する場合、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合、「累積投資コース」と「一般コース」の両
コースで取得する場合には、それぞれ別に個別元本の算出が行なわれる場合があります。

（注4）信託財産留保額とは、引き続きファンドを保有されるご投資家と途中で解約されるご投資家との公平に資するため、解約されるご投資家
の基準価額からあらかじめ差し引いて信託財産中に留保する金額をいいます。

※税法が変更・改正された場合には、上記内容が変更になることがあります。

■間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金

※上記のほか、①ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用、②先物取引やオプション取引等
に要する費用、③外貨建資産の保管費用、④借入金の利息、融資枠の設定に要する費用、⑤信託財産に関する租税、⑥信託事務の処理に要す
る諸費用、⑦受託会社の立替えた立替金の利息を信託財産でご負担いただきます。

※その他、委託会社は下記の諸費用等の支払をファンドのために行ない、かつその支払を信託財産から受けることができます。
①受益証券の管理事務に関連する費用、②有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、目論見書、信託約款、運用報告書、信
託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷、交付、提出、届出に係る費用、③ご投資家に対する公告費用、④
ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
※委託会社は、純資産総額に対して年率0.10％を上限とする率（ただし変更される場合があります。）を毎日乗じて得た額を上記の諸費用等の
支払いの合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、信託財産より受領することができます。

費用と税金

時期 項目 費用・税金

お申込み時 お申込み手数料 販売会社により異なりますので、販売会社にご確認ください。
（消費税等相当額） ただし3.15％（消費税等相当額抜き3.00％）を上限とします。

収益分配時 所得税および地方税 普通分配金（注1）に対し10％（所得税7％、地方税3％）（注2）

ご換金時

信託財産留保額（注4） 基準価額に対し1％

所得税および地方税 ご投資家の個別元本（注3）超過額に対し10％
（所得税7％、地方税3％）（注2）

償還時 所得税および地方税 ご投資家の個別元本超過額に対し10％
（所得税7％、地方税3％）（注2）

時期 項目 費用・税金

総額 純資産総額に対して 年率1.575％（消費税等相当額抜き1.50％）

毎日 信託報酬
委託会社　純資産総額に対して 年率0.735％（消費税等相当額抜き0.70％）

配分 販売会社　純資産総額に対して 年率0.735％（消費税等相当額抜き0.70％）

受託会社　純資産総額に対して 年率0.105％（消費税等相当額抜き0.10％）

⑬

（解約の場合）



第一部【証券情報】 
 

(1）【ファンドの名称】 

 フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー）（以下「ファンド」とい

います。） 

 

(2）【内国投資信託受益証券の形態等】 

 ファンドは契約型の追加型株式投資信託です。 

 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者の請求により無記名式から記名

式への変更、また記名式から無記名式への変更を行なうことが可能です。ただし、

フィデリティ投信株式会社（以下「委託会社」といいます。）の指定する証券会

社（外国証券会社を含みます。以下同じ。）および登録金融機関（以下総称して

「販売会社」といいます。販売会社の詳細については後記「(8）申込取扱場所」

をご参照ください。）と「自動けいぞく投資契約」（名称の如何を問わず、収益

分配金の再投資を内容とする、販売会社との同種の契約を含みます。以下同

じ。）を締結して取得した受益者の受益証券については全て無記名式とします。 

 格付は取得していません。 

 

(3）【発行（売出）価額の総額】 

 ２兆円
*
を上限とします。 

＊受益証券１口当たりの各発行価格に各発行口数を乗じて得た金額の累計額 

 

※上記の金額には、申込手数料ならびにこれに対する消費税相当額および地方

税相当額（以下、「消費税等相当額」といいます。）は含まれません。 

 

(4）【発行（売出）価格】 

 取得申込受付日の基準価額
＊1
とします。 

＊1 ファンドの「基準価額」とは、ファンドの信託財産の純資産総額を計算 

日
＊2
における受益権総口数で除して得た、受益証券１口当たりの純資産額

を１万口当たりで表示したものです。 

＊2 「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の

営業日です。 

  

 発行価格の基準となる基準価額につきましては、委託会社（フィデリティ投信

株式会社、ホームページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、

フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））また

は販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付

の日本経済新聞に掲載されます。（日本経済新聞においては、ファンドは、「テ

クノ」として略称で掲載されています。） 

 

(5）【申込手数料】 

 申込手数料率は3.15％（消費税等相当額抜き 3.00％）を超えないものとしま

す。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

ス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、
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フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）または

販売会社までお問い合わせください。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、

取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得

た額とします。 

※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて

得た金額をいいます。 

※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料

に対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

 

 ただし、「累積投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合

の受益証券の販売価格は取得申込受付日(各計算期間終了日)の基準価額とし、申

込手数料は無手数料とします。 

 

 販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額を

もって、他の投資信託を買付けること）によるファンドの取得申込みを取扱う場

合があります。スイッチングは、各販売会社でお買付頂いた投資信託のうち、各

販売会社が指定するものとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売

会社によって異なりますので、ご注意ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあって

は、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口

数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によ

りファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。 

※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヶ月以内に償還と

なった証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託およ

び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわな

い追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込

受付日の属する月の前３ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代

金および一部解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売会社

でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する

「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売

会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却

代金または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、

当該販売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、各

販売会社にお問い合わせください。 
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(6）【申込単位】 
申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 
ただし、累積投資コースに基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の

整数倍をもって取得の申込みができます。 

 各販売会社の申込単位の詳細については、委託会社のホームページ(アドレ

ス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)もしくはフリーコール：

0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）または各販売会社にてご

確認ください。 

 

(7）【申込期間】 

 2005年５月21日（土曜日）から2006年５月19日（金曜日）まで。 

 ただし、お申込みの受付は、委託会社および販売会社の営業日に限り行なわれ

ます。なお、受益証券の取得申込みの受付は午後３時までとしますが、わが国の

証券取引所が半休日となる場合の受付は午前11時までとします。ただし、受付時

間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの受

付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとします。 

 

(8）【申込取扱場所】 

 申込取扱場所の詳細については、委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、フ

リーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）または販

売会社までお問い合わせください。申込取扱場所は原則として販売会社の本支店

等とします。 

 

(9）【払込期日】 

 取得申込者は、取得申込受付日から起算して５営業日までに申込代金をお申込

みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合に

は、その期日までに申込代金をお支払いください。 

 当該取得申込受付日における発行価額の総額は、当該取得申込みに係る追加信

託が行なわれる日に、販売会社から、委託会社の口座を経由して、受託会社の

ファンド口座に払込まれます。 

 

(10）【払込取扱場所】 

 原則として申込取扱場所と同じです。なお、申込取扱場所の詳細については、

委託会社のホームページ（アドレス：

http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、フ

リーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）または販

売会社までお問い合わせください。 

 

(11）【振替機関に関する事項】 

 該当ありません。 

 

(12）【その他】 

① ファンドの受益証券の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取
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得申込みを行なって頂きます。 

 

② 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な

運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所にお

ける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、

委託会社の判断により、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既

に受付けた取得申込みを取り消すことができます。 

 

③ ファンドには、税引後の収益分配金を無手数料で自動的にファンドに再投資

する「累積投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益

者にお支払いする「一般コース」があります。また、累積投資コースを取扱う

販売会社が自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービス（名称の如何

を問わず、同種の性質をもつ契約を含みます。）を取扱う場合があります。た

だし、販売会社によっては、累積投資コースであっても収益分配金を自動的に

再投資しない旨を取得申込者が指示することが可能な場合があります。販売会

社によりお取扱いが可能なコース等が異なる場合がありますので、ご注意くだ

さい。 

 累積投資コースを利用される場合、取得申込者は、販売会社との間で自動け

いぞく投資契約に従い収益分配金再投資に関する契約を締結する必要がありま

す。なお、販売会社によっては、上記の契約または規定について、別の名称で

同様の権利義務関係を規定する契約または規定を用いることがあります。この

場合、上記の契約または規定は、当該別の名称に読み替えるものとします。 

 また、自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスを選択した取得

申込者は、販売会社との間でファンドの受益証券の定時定額購入サービスに関

する取り決めを行なって頂きます。 

 

④ ファンドの受益証券につき保護預りを利用される場合には、取得申込者と販

売会社との間で、保護預りに関する契約が締結される必要があります。累積投

資コースをご利用の場合、受益証券は全て保護預りとさせて頂きます。 

 

⑤ お申込み金額には利息はつきません。 

 

⑥ 日本以外の地域における発行は行ないません。 

 

⑦ ファンドの受益証券は米国証券取引委員会（ＳＥＣ）に登録されていないた

め、米国にお住まいの方、または米国の住所をお使いになる方向けに販売する

ものではありません。 
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第二部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 
 

１【ファンドの性格】 
 

(1）【ファンドの目的及び基本的性格】 

① ファンドの目的 

 ファンドは、わが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）さ

れている株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に

積極的な運用を行なうことを基本とします。 

 

② ファンドの信託金の限度額 

 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加す

ることができます。追加信託が行なわれたときは、受託会社はその引受けを証す

る書面を委託会社に交付します。 

 また、委託会社は受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ること

により、当該限度額を変更することができます。 

 

③ ファンドの基本的性格 

 ファンドは、追加型株式投資信託で、「国内株式型（一般型）」に属するもの

です。 

※「国内株式型（一般型）」とは、社団法人投資信託協会が定める分類方法にお

いて、「約款上の株式組入限度70％以上のファンドで、主として国内株式に投

資するもの」として分類されるファンドをいいます。 

 

④ ファンドの特色 

１．わが国のテクノロジー関連企業（技術進歩や技術改良につながる、またはこ

れらから恩恵を受ける可能性のある商品、サービス等の提供、利用あるいは

開発に従事していると判断される企業をいいます。）の株式を主要な投資対

象とします。 

２．個別企業分析により、テクノロジー関連企業の中から成長力が高いと判断さ

れる企業（海外企業に投資することもあります。）を選定し、利益成長性等

と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。 

一般的に、テクノロジー関連企業は、技術革新をリードする、またはこれか

ら新技術の恩恵を受ける可能性のある製品・商品、サービス等の提供、利用

あるいは開発に従事しています。 

３．個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループ
＊
の日本および世界主

要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、ポートフォリオ・マ

ネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ない

ます。 

４．株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基

本とします。 

５．日本のテクノロジー関連株指数であるＦＴＳＥジャパン・インフォメーショ
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ン・テクノロジー・アンド・ＦＴＳＥジャパン・エレクトリカル・イクイッ

プメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデッ

クスをベンチマーク（運用目標）とし、長期的に当該指数を上回る運用成果

をあげることを目標とします。（指数との連動を目指すものではありませ

ん。） 

 

（注）ＦＴＳＥジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・Ｆ

ＴＳＥジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モ

ディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックスとは、ＦＴ

ＳＥワールド・インデックスにおいて日本の情報テクノロジーセク

ターまたは電気機器セクターに分類される企業のパフォーマンスを計

測するための調整時価総額加重指数です。 

当該指数は、構成銘柄の時価総額比率の上限が8.5％となるように調

整されています。上限は、リバランス時の見直しにより、変更される

可能性があります。 

 

６．資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあり

ます。 

 

＊「フィデリティ・グループ」とは、資本関係のない提携グループのFMR 

Corp.およびFidelity International Limitedとそれらの関連会社を意味

します。（以下、フィデリティ・グループの会社を総称して「フィデリ

ティ」ということがあります。）また、「フィデリティ」とは、日本語で

は「忠誠」、「忠実」を意味します。 
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(2）【ファンドの仕組み】 

① ファンドの仕組み 

 
ファンドの仕組みは以下の図のとおりです。 

 
 

（受益証券の募集の取扱

い、一部解約の実行の請求

の受付、収益分配金の再投

資、収益分配金・償還金・

一部解約金の支払等） 

フィデリティ投信株式会社 

（信託財産の運用指図、受

益証券の募集・発行等） 

委 託 会 社

三菱信託銀行株式会社 

(信託財産の保管・管理等)

フィデリティ・セレクト・ 
ファンド（テクノロジー） 

販 売 会 社

受 託 会 社

証券投資信託契約

受益証券の募集・販売の

取扱等に関する契約 

受益者 

フ ァ ン ド
 

 

② 委託会社およびファンドの関係法人 

 委託会社およびファンドの関係法人は以下のとおりです。 

(a）委託会社：フィデリティ投信株式会社 

 ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、信託約款の届出、受託会社

との信託契約の締結・解約の実行、受益証券の募集・発行、目論見書・運用報

告書の作成・交付、信託財産に組入れた有価証券の議決権等の行使、信託財産

の計算（受益証券の基準価額の計算）、信託財産に関する帳簿書類の作成等を

行ないます。 

 

(b）受託会社：三菱信託銀行株式会社 

 ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、信託財産の保管・

管理、信託財産の計算(受益証券の基準価額の計算)、受益証券の認証、外国証

券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。 

 受託会社は、信託法第26条第１項に基づき、信託事務の処理の一部について、
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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務

の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託すること

ができます。 

 

(c）販売会社 

 ファンドの販売会社として、受益証券の募集の取扱い、目論見書・運用報告

書の交付、受益証券の保護預り、信託契約の一部解約に関する事務、受益者へ

の収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資、

所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。 

 

③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要 

(a）受託会社と締結している契約 

 ファンドの根幹となる運用方針、運用制限、信託報酬の総額、手数料等、

ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託契約で規定しています。 

 

(b）販売会社と締結している契約 

 委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、一

部解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続等について規定していま

す。 

 

④ 委託会社の概況 

(a）資本の額      金10億円（2005年３月末日現在） 

 

(b）代表者の役職氏名  代表取締役社長 平田 義人 

 

(c）本店の所在の場所  東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山ＪＴトラスト

タワー 

 

(d）沿革 

1986年  フィデリティ投資顧問株式会社設立 

1987年  投資顧問業の登録 

同年   投資一任業務の認可取得 

1995年  投資信託委託業務の免許を取得、社名をフィデリティ投信株式会

社に変更。投資顧問業務と投資信託委託業務を併営 

 

(e）大株主の状況 

  （2005年３月末日現在）

 株主名 住所 
所有株式数 
（株） 

所有比率
（％） 

 

フィデリティ・ジャパ
ン・ホールディングス
株式会社 

東京都港区虎ノ門４丁目３
番１号 城山ＪＴトラスト
タワー 

20,000 100
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(f）フィデリティ・グループの概要 

● 委託会社であるフィデリティ投信株式会社は、フィデリティ・グループの

一員です。フィデリティ・グループは、1946年米国ボストンで資産運用業

務を開始し、以後50余年にわたって、運用実績を積み上げてきました。そ

の結果、フィデリティ・グループは世界最大の独立系投資信託運用グルー

プ
＊

となり、2004年12月末日現在のグループ全体の運用資産規模は、約131

兆7,873億円（約１兆2,861億米ドル）となっています。 

● フィデリティ・グループは、創立以来一貫した投資哲学と運用手法に基づ

き、米国、欧州、日本、アジア・パシフィックの世界拠点において、投資

対象の綿密な調査を重視した国際的な資産運用業務を行なっています。 

● 日本においても、フィデリティ・グループは1969年外資系の運用会社とし

て初めて東京に事業所を開設しました。そして1995年からはフィデリティ

投信株式会社が、機関投資家、個人投資家の皆様に投資機会を提供するた

め投資信託業務を開始し、30余年にわたり資産運用に従事しています。 

＊ 「ペンション＆インベストメンツ／ワトソン・ワイアット・ワールド

500」の2004年調査結果によるものです。 
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２【投資方針】 
 

(1）【投資方針】 

① 投資態度 

(a）わが国の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株

式を主要な投資対象とします。 

(b）株式への投資は、原則として、高位を維持し、信託財産の総額の65％超を基

本とします。また、株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産の総額

の35％以内とします。 

(c）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合もあり

ます。 

(d）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに有価証券等の

価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行なわれ

る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通

貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に

係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券

指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る

オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似

の取引（以下「有価証券先物取引等」といいます。）を行なうことができます。 

(e）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利

または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以

下「スワップ取引」といいます。）を行なうことができます。 

(f）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を

行なうことができます。 

 

② ファンドのベンチマーク
＊
 

 ＦＴＳＥジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・ＦＴＳＥ

ジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・

キャップ・ウェイティング・インデックスをベンチマークとします。（当該ベン

チマークの詳細については、前記「１ ファンドの性格 (1）ファンドの目的及

び基本的性格 ④ファンドの特色 ５．」をご参照ください。） 

＊  ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリ

スク管理を行なう際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマ

ンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファ

ンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、

ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、投資対

象市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合が

あります。 

 

③ 運用方針 

(a）技術進歩や技術改良につながる、またはこれらから恩恵を受ける可能性のあ

る商品、サービス等の提供、利用あるいは開発に従事していると判断される企
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業（テクノロジー関連企業）の株式を中心に投資します。テクノロジー関連企

業には、コンピュータ、半導体、電気機器、通信等の産業分野において製品ま

たはサービスを開発、製造あるいは販売する企業が含まれます。 

(b）国内のテクノロジー関連企業の株式を主要投資対象としますが、一部海外の

テクノロジー関連企業の株式に投資することもあります。 

(c）銘柄選択にあたっては、各企業およびその成功の可能性について、企業の財

務状況および産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目したファンダ

メンタルズ分析を行ないます。分析要因には潜在成長性、予想収益および経営

状態が含まれます。 

 

銘柄選択基準 

 業界平均を上回る収益の伸びが予想され、利益の上方修正が見込める銘柄に注

目します。そして、バリュエーションに相対的な魅力のある銘柄に投資します。 

● 中・長期的な将来の収益成長が構造変化に裏付けられている点を重視します。 

● 新商品や新サービスの開発力を重視します。 

 

(2）【投資対象】 

① 投資対象とする有価証券 

 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券に投資することができます。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以

下「分離型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きま

す。） 

６．特定目的会社に係る特定社債券（証券取引法第２条第１項第３号の２で定め

るものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第２条第

１項第５号で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書

（証券取引法第２条第１項第５号の２で定めるものをいいます。） 

９．特定目的会社に係る優先出資証券（証券取引法第２条第１項第５号の３で定

めるものをいいます。） 

10．コマーシャル・ペーパー 

11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。

以下同じ。）および新株予約権証券 

12．外国または外国法人の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券

または証書の性質を有するもの 

13．投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。） 

14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（証券取引法第２条第１

項第７号の２で定めるものをいいます。） 

15．外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第２条第１項第10号で定めるものを
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いいます。) 

16．オプションを表示する証券または証書（証券取引法第２条第１項第10号の２

で定めるものをいいます。） 

17．預託証書（証券取引法第２条第１項第10号の３で定めるものをいいます。） 

18．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

19．貸付債権信託受益権（証券取引法第２条第２項第１号で定めるものをいいま

す。） 

20．外国法人に対する権利で19．の権利の性質を有するもの 

 なお、１．の証券または証書、12．ならびに17．の証券または証書のうち１．

の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．まで

の証券および12．ならびに17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．の証券および14．の証券を以

下「投資信託証券」といいます。 

 

② 投資対象とする金融商品 

 前記①にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対

応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、①に掲

げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することが

できます。 

１．預金 

２．指定金銭信託 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．抵当証券 

 

③ その他の投資対象 

１．信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること

の指図をすることができます。なお、売付けの決済については、株券の引き渡

しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができます。 

２．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産が運

用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の証券取引所

における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプショ

ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの

指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含むもの

とします（以下同じ。）。 

３．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国

の市場における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図

をすることができます。 

４．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプ

ション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ

との指図をすることができます。 

５．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス
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クおよび為替変動リスクを回避するため、スワップ取引を行なうことの指図を

することができます。なお、スワップ取引を行なうにあたり、担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なう

ものとします。 

６．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リス

クおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を

行なうことの指図をすることができます。なお、金利先渡取引および為替先渡

取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担

保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。 

７．信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債

を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたっ

て必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。 

８．信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為

替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが

できます。 

９．信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴

う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金

の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払

資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みま

す。）の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定

を受けることを指図することができます。 

 

(3）【運用体制】 

① フィデリティ・グループの企業調査情報の活用 

■ フィデリティ・グループの企業調査 

 ● フィデリティ・グループは、投資対象の綿密な調査を重視しています。大規

模なインハウス・リサーチ（自社のスタッフによる独自調査）体制を有して

おり、世界主要拠点で多くの企業調査の専門家が企業調査・運用に従事して

います。企業内容の調査・分析にあたっては、世界主要拠点のグループ内の

アナリストが独自に作成した企業調査情報を活用します。集められた企業情

報はグループ内にてリアルタイムで共用され、株式や債券の運用に活かされ

ています。 
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フィデリティ・グループの運用・調査体制 

拠点 米国 欧州 日本 
アジア・
パシ
フィック

総計 

株式 83 31 11 15 140 

ハイ・イールド・ボンド 6 0 0 0 6 
ポートフォリオ・ 

マネージャー 
投資適格債券 21 6 0 1 28 

株式 127 58 22 20 227 

ハイ・イールド・ボンド 15 0 0 0 15 アナリスト 

投資適格債券 44 16 0 4 64 

株式 34 10 8 8 60 

ハイ・イールド・ボンド 3 0 0 0 3 トレーダー 

投資適格債券 26 7 0 2 35 

合計 359 128 41 50 578 

※上表中の数値は、将来変更となることがあります。    （2004年12月末日現在） 

 

■ フィデリティ・グループの運用哲学 

● 株式の運用においては、グループ創立以来、運用哲学の基礎を「ボトム・

アップ・アプローチ」という調査・分析の手法においています。「ボト

ム・アップ・アプローチ」とは、綿密な個別企業調査を行なうことにより、

企業の将来の成長性や財務内容等ファンダメンタルズを調査・分析し、そ

の結果をもとに運用する手法です。世界の調査部隊を７つのセクター（消

費、ヘルスケア、公共事業、シクリカル、テクノロジー、金融、天然資

源）に分け、企業の中長期的な成長の原動力となる競争力を多面的に調査

します。調査対象企業からの情報のみならず、世界中の競争相手はもとよ

り、仕入先、納品先といった取引先から、より広く、かつ客観的な情報を

収集し、収益予測を行ない、最終的に中長期的な成長力を持った企業を発

掘することに注力しています。 

※セクター分類は、フィデリティ独自の定義によるものです。なお、日本

においては天然資源セクターを独立して設けてはおりません。 

 

● 債券の運用においては、運用哲学の基礎を「過度のリスクをとらずに超過

収益を生み出す」ことにおいています。投資適格債券の運用においては、

社内の債券専任アナリストによる計量分析（クォンツ分析）、発行体の信

用分析（ファンダメンタルズ分析）の双方を活用した複数の戦略の積み重

ねにより、付加価値を創出することを目的としています。ハイ・イール

ド・ボンド（高利回り事業債）の運用においては、ハイ・イールド・ボン

ド専任の社内アナリストが、株式同様、ボトムアップによる徹底した個別

企業調査を行ない、債務不履行等のリスクを最小限に抑える運用を行なう

ことに注力しています。いずれの場合においても、社内の株式アナリスト

との間で調査情報の共有、調査活動の連携が行なわれています。 

 

② 運用プロセス 

■ 企業調査から、ポートフォリオ構築まで 
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● 投資アイディア 

 アナリストおよびポートフォリオ・マネージャーが、多数の企業を調査し

ています。この中から、フィデリティ・グループのグローバルな企業調査情

報も活用し、運用へのアイディアを発掘します。 

 
● 企業調査 

 アナリストは、財務諸表分析、企業取材によるマネジメント評価、事業環

境の分析など、担当する業種における徹底した調査分析を行ないます。企業

取材には、アナリストと共にポートフォリオ・マネージャーも加わり、最高

経営責任者(ＣＥＯ)から工場の生産ライン従業員まで幅広い関係者と面談を

持ちます。さらに競合他社や取引企業への側面調査も実施、企業を取り巻く

事業環境について多面的な分析を行ないます。 

 さらにアナリストは調査銘柄に対して、市場で形成される株価と利益の成

長性との比較等、様々な観点からのバリュエーション分析も行ないます。投

資魅力の度合いに応じて、５段階からなるアナリスト自身の投資評価（レー

ティング）を付与、ポートフォリオ・マネージャーに対して提示します。 

※フィデリティ・グループ内部の個別銘柄レーティングは、ファンドのパ

フォーマンス向上を目指すためのものであり、一般に公表されることはあ

りません。 

 
● 投資判断およびポートフォリオ構築 

 ポートフォリオ・マネージャーは、アナリストのレーティングを参考にし

つつ、独自のリサーチ・アイディア、ベンチマークとの比較、確信度、他の

投資機会などの観点を加味して、投資判断およびポートフォリオ構築を行な

います。 

※ファンド運用に関する意思決定の権限は、担当するポートフォリオ・マ

ネージャーに一任されており、各ポートフォリオ・マネージャーの裁量に

よりファンド運営が行なわれています。ポートフォリオ・マネージャーは、

社内アナリストのレーティングに基づいて判断することも、あるいはその

他の資料等に基づいて判断することも自由に選択可能であり、自身が適切

と考える手段で投資判断する権限を持ちます。従って、社内のリサーチ・

チームがレーティングを付与していない銘柄への投資や、レーティング内

容とは異なる投資判断を行なうこともありえます。 
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ポートフォリオ構築

投資判断

企業調査

ファンダメンタルズ、バリュエーション
等の包括的な分析

投資アイディア

ポートフォリオ・マネージャーが
投資判断の責任を負う

アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与

レーティング１＝強い買い推奨
レーティング５＝強い売り推奨

調査、分析プロセスが

新しい投資アイディアを創造

ポートフォリオ構築

投資判断

企業調査

ファンダメンタルズ、バリュエーション
等の包括的な分析

投資アイディア

ポートフォリオ・マネージャーが
投資判断の責任を負う

アナリストは各銘柄に
売買推奨レーティングを付与

レーティング１＝強い買い推奨
レーティング５＝強い売り推奨

調査、分析プロセスが

新しい投資アイディアを創造

 

 
 

③ 運用体制に関する社内規則 

 ファンドの運用の指図にあたりましては、委託会社の投資信託委託業務の業務

の方法を規定している「業務方法書」に記載されてある、「受益者即ち投資家本

位に徹する」ことを基本としております。長期投資の観点に基づいた運用を行な

い、有価証券市場の激化要因となる運用を行なうことを厳禁しております。 

 ファンドの運用者は、委託会社が作成した「服務規程」を遵守することが求め

られております。服務規程におきましては、ファンドの運用者であるポートフォ

リオ・マネージャーの適正な行動基準および禁止行為を規定しており、法令遵守、

顧客の保護、取引の公正確保を第一にすることが求められております。 

 また、実際の運用の指図におきましては、種々の社内規則を設けて、利益相反

となる取引、インサイダー取引等を防止しております。 

 

(4）【分配方針】 

① 収益分配方針 

 毎決算時（原則毎年２月20日。ただし休業日の場合は翌営業日）に、原則とし

て以下の方針に基づき分配を行ないます。 

(a）分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含

みます。）等の全額とします。 

(b）収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま

す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 

(c）留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本

部分と同一の運用を行ないます。 

 

② 利益の処理方式 

 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

(a）配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支

払利息を控除した額は、信託財産保管費用、借入金の利息および融資枠の設定

に要する費用、信託事務の諸費用等（信託財産に関する租税、信託事務の処理
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に要する諸費用、立替金利息等を含みます。）、信託報酬（以下、総称して

「支出金」といいます。）を控除した後その残金を受益者に分配することがで

きます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と

して積み立てることができます。 

(b）売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、

支出金を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てん

した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた

め、分配準備積立金として積み立てることができます。 

(c）毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 
 

(5）【投資制限】 

① ファンドの信託約款に基づく投資制限 

(a）投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場

されている株式の発行会社の発行するもの、および証券取引所に準ずる市場に

おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主

割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約

権証券については、この限りではありません。また、上場予定または登録予定

の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場また

は登録されることが確認できるものについては、投資することを指図すること

ができるものとします。 

(b）株式への投資割合には、制限を設けません。 

(c）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託

財産の純資産総額の20％以内とします。 

(d）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 

(e）同一銘柄の株式、新株引受権証券、新株予約権証券、転換社債および新株予

約権付社債のうち商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがあるも

のへの投資割合には、制限を設けません。 

(f）外貨建資産への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の35％以

内とします。有価証券の値上がり等により35％を超えることとなった場合には、

速やかにこれを調整します。 

(g）信用取引の指図は、次の１．から６．各号に掲げる有価証券の発行会社の発

行する株券について行なうことができるものとし、かつ次の１．から６．に掲

げる株券数の合計数を超えないものとします。 

１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株

券 

２．株式分割により取得する株券 

３．有償増資により取得する株券 

４．売り出しにより取得する株券 

５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（商法第341条ノ

３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権

に限ります。）の行使により取得可能な株券 

６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権

の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債

券の新株予約権（前号に定めるものを除きます。）の行使により取得可能
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な株券 

(h）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約

が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の評価は、当

該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものと

します。 

(i）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、

原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期

間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取

引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。 

(j）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保

有する株式の時価合計額の50％を超えないものとします。前文の限度額を超え

ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約

の一部の解約を指図するものとします。 

(k）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信

託財産で保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。

前文の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え

る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

(l）外国為替の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予

約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えない

ものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避

するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。前

記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その

超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取

引の指図をするものとします。 

(m）外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、

特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

(n）借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

 一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払

開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受

益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金

日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有

価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と

し、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、当該資金借入額は、借入れ指

図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないものとします。 

 収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される

日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とし

ます。 

 

② 「投資信託及び投資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）」およ

び関係法令に基づく投資制限 

(a）委託会社は、一の信託財産の純資産総額に100分の50を乗じて得られる額が
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当該信託財産に係る次の１．および２．に掲げる額（これに係る取引のうち当

該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合に

は当該評価益の合計額を控除した額とします。）ならびに３．および４．に掲

げる額の合計額を下回ることとなるにもかかわらず、当該信託財産に係る有価

証券先物取引等（投信法施行規則第27条第４項において定義されている「有価

証券先物取引等」を意味します。）を行なうことまたは継続することを受託会

社に指図してはなりません。 

１．当該信託財産に係る先物取引等評価損（有価証券オプション取引等および

有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます。） 

２．当該信託財産に係る有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプ

ション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等の時価とその行

使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれ

る損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評

価損となるもの 

３．当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券

または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

４．当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券

または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの 

(b）委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を

行なう全ての委託者指図型投資信託につき信託財産として有する当該株式に係

る議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た

数を超えることとなる場合において、当該株式を信託財産をもって取得するこ

とを受託会社に指図してはなりません。 
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３【投資リスク】 

（注：投資信託はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。ま
た収益や投資利回り等も未確定の商品です。） 

 

(1）リスク 

 ファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式を含む他

の有価証券に投資することもあります。また、ファンドの基準価額は、組み入れた

株式やその他の有価証券の値動き等の影響（外貨建の資産には為替相場の変動によ

る影響もあります。）により上下しますので、これにより投資元本を割り込むこと

があります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の経営・財務状況

の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことが

あります。委託会社の指図による行為によりファンドに生じた損益はすべて受益者

に帰属し、元本が保証されているものではありません。 

 証券投資信託の運用においては、一般的に主として下記にあげるリスクが想定さ

れます。 

① 有価証券（株式・債券等）の価格変動リスク 

 基準価額は株価や債券価格などの市場価格の動きを反映して変動します。 

② 為替リスク 

 日本以外の外国の株式や債券等に投資を行なう場合は、為替リスクが発生し、

各国通貨の円に対する為替レートにより、ファンドの基準価額が変動します。 

③ カントリー・リスク 

 海外の金融・証券市場に投資を行なう場合は、当該国・地域の政治、経済およ

び社会情勢の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、基準価額に大きな

変動をもたらす可能性があります。また、投資対象先がエマージング・マーケッ

ト（新興諸国市場）の場合には、特有のリスク（政治・社会的不確実性、決済シ

ステム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、

為替レートの高い変動、外国への送金規制等）が想定されます。 

④ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 

 解約資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがあ

ります。その際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動

する可能性があります。 

⑤ 信用リスク 

 株式および債券等の有価証券の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、

投資資金が回収できなくなる場合があります。また、債券等へ投資を行なう場合

には、発行体の債務不履行や支払遅延等が発生する場合があります。 

 

 また、ファンドの運用においては、前記の投資態度を採用しておりますので、上

記に加え、以下のリスクが加わると考えられます。 

 

① 特定業種投資のリスク 

 市場環境、金利および経済・法制度・金融面の諸動向が、特定の業種に対して

著しい影響を及ぼすことがあります。また、当該業種に属する銘柄は、これらの

動向その他に対して同様の反応を示すことがあります。 

 テクノロジー関連企業は、既存技術の陳腐化、短い製品サイクル、物価および

-20-



利益水準の下落、新規市場参入者との競争などの影響を強く受けることがありま

す。 

② 分散投資が限定されるリスク 

 ファンドは、同一銘柄の株式等のファンド純資産総額に対する投資比率の制限

を設けていないため、この制限を設けている他の投資信託と比べてより少ない銘

柄の株式等に投資することがあります。この場合、一銘柄の価格変動がファンド

の基準価額に与える影響がより大きくなります。 

③ ベンチマークとの乖離に関するリスク 

 ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合

もあります。ファンドは、中長期的にベンチマークを上回る投資成果の実現を目

指しますが、ベンチマークを上回ることを保証するものではありません。また、

わが国の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場

合があります。 

④ ボトム・アップ・アプローチに関するリスク 

 ファンドは、ボトム・アップ・アプローチで組入銘柄を決定します。リスク管

理も行ないますが、結果的に、ポートフォリオの銘柄構成等がわが国の株式市場

全体とは大きく異なるものとなる場合も想定されます。その場合、ファンドの基

準価額の値動きは、わが国の株式市場全体の動きと大きく異なる場合も想定され

ます。 

⑤ 運用担当者の交代に関するリスク 

 「２ 投資方針 (1）投資方針」中で示された銘柄選択基準等の考え方は、

2005年５月現在のものであり、今後、変更となる場合があります。また、長期間

にわたってファンドを運用していく上で、運用担当者が交代となることもありま

す。その場合においても、フィデリティ・グループの企業調査情報を活用する体

制およびフィデリティ創立以来の原点である「ボトム・アップ・アプローチ」が

変わることはありませんが、運用担当者の交代等に伴い、保有銘柄の入替え等が

行なわれる場合があります。 

⑥ 有価証券先物取引等のリスク 

 ファンドは、証券価格の変動または証券の価値に影響を及ぼすその他の諸要因

に関するファンドのリスクを増加または減少させる運用手法（たとえば有価証券

先物取引等）を用いることがあります。このような手法が想定された成果を収め

ない場合、ファンドはその投資目的を達成できず、損失を生じるおそれがありま

す。 

 

(2）投資リスクの管理体制 

 リスク管理の手段として、チーフ・インベストメント・オフィサーと調査部長が、

ファンドの運用の指図を行なっているポートフォリオ・マネージャーと定期的に

「ポートフォリオ・レビュー・ミーティング」を実施し、さまざまなリスク要因に

ついて協議し、過度なリスクを取っていないかを点検しています。ファンドの運用

指図を行なうポートフォリオ・マネージャーは銘柄選定、投資タイミングの決定等

についてすべての権限を保有しておりますが、このポートフォリオ・レビュー・

ミーティングでは、各ポートフォリオ・マネージャーのポートフォリオ構築状況が

レビューされます。この情報共有によって、ポートフォリオ・マネージャーが個人

で判断することに起因するリスクが管理される仕組みとなっております。 
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 また、法令または信託約款等のファンドの遵守状況につきましては、運用部門か

らは完全に独立しているコンプライアンス部門が日々チェックを行なっております。 

 

(3）販売会社に係る留意点 

 販売会社から委託会社に対してお申込み金額の払込みが現実になされるまでは、

ファンドも委託会社もいかなる責任も負いません。 

 収益分配金・一部解約金・償還金の支払は全て販売会社を通じて行なわれます。

委託会社は、それぞれの場合においてその金額を販売会社に対して支払った後は、

受益者への支払についての責任を負いません。 

 委託会社は、販売会社（販売会社が選任する取次会社を含みます。）とは別法人

であり、委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社は販売（お申込み金

額の預り等を含みます。）について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任

を有しません。 

 受益証券の交付は全て販売会社を通じて行なわれます。委託会社は、販売会社ま

たはその指定する者に対して受益証券を交付した後は、受益者への交付についての

責任を負いません。 
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４【手数料等及び税金】 
 

(1）【申込手数料】 

 申込手数料率は3.15％（消費税等相当額抜き 3.00％）を超えないものとしま

す。なお、申込手数料率の詳細については、委託会社のホームページ（アドレ

ス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参照いただくか、

フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）または

販売会社までお問い合わせください。 

 

 申込手数料は、お申込み口数、お申込み金額またはお申込み金総額等に応じて、

取得申込受付日の基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得

た額とします。 

※「お申込み金額」とは、取得申込受付日の基準価額にお申込み口数を乗じて得

た金額をいいます。 

※「お申込み金総額」とは、「お申込み金額」に申込手数料および申込手数料に

対する消費税等相当額を加算した、取得申込者の支払金総額をいいます。 

 

 ただし、累積投資コースを選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の受

益証券の販売価格は取得申込受付日（各計算期間終了日）の基準価額とし、申込

手数料は無手数料とします。 

 

 販売会社によっては「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額を

もって、他の投資信託を買付けること）によるファンドの取得申込みを取扱う場

合があります。スイッチングは、各販売会社でお買付頂いた投資信託のうち、各

販売会社が指定するものとの間で可能です。スイッチングのお取扱い内容は販売

会社によって異なりますので、ご注意ください。 

 

 また、販売会社によっては、償還金額の範囲内（単位型証券投資信託にあって

は、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額とします。）で取得する口

数については販売会社が別途定める申込手数料率を適用する「償還乗換え」によ

りファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合があります。 

※「償還乗換え」とは、取得申込受付日の属する月の前３ヶ月以内に償還となっ

た証券投資信託の償還金（信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長

前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行なわない追加型

証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込受付日の属

する月の前３ヶ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部

解約金を含みます。）をもって、その支払を行なった販売会社でファンドの取

得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 さらに、販売会社によっては、販売会社が別途定める申込手数料率を適用する

「換金乗換え」によりファンドの取得申込みの取扱いを行なう場合もあります。 

※「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の１年前以内で販売会

社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却代金

または一部解約代金をもって、当該販売会社が別に定める期間以内に、当該販
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売会社でファンドの取得申込みを行なって頂く場合をいいます。 

 

 スイッチング、償還乗換えおよび換金乗換えの取扱い等についての詳細は、各

販売会社にお問い合わせください。 

 

(2）【換金（解約）手数料】 

 一部解約にあたっては手数料はかかりませんが、解約請求受付日の基準価額に

対して１％の信託財産留保額
＊１
を負担していただきます。従って、一部解約の価

額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に１％の率を乗

じて得た額）を控除した解約価額
＊２
となります。 

＊１ 「信託財産留保額」とは、引続き受益証券を保有する受益者と途中で解約

する受益者との公平性に資するため、解約される受益者の基準価額からあ

らかじめ差引いて信託財産中に留保する金額をいいます。 

＊２ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×１％） 

 

(3）【信託報酬等】 

 信託期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年10,000分の157.5

（消費税等相当額抜き10,000分の150.0）の率を乗じて得た金額が信託報酬とし

て毎日計算され、信託財産の費用として計上されます。 

 信託報酬の配分は、委託会社が年10,000分の73.5（消費税等相当額抜き10,000

分の70.0）、販売会社が年10,000分の73.5（消費税等相当額抜き10,000分の

70.0）、受託会社が年10,000分の10.5（消費税等相当額抜き10,000分の10.0）に

なります。 

 信託報酬の支払は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および計算期間終了日に

当該終了日までに計上された金額、ならびに信託の終了時に終了時までに計上さ

れた金額が信託財産から支弁されます。 

 また、信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中か

ら支弁します。 

 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して

支弁されます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募

集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に

支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は、

ファンドから受託会社に対して支弁されます。 

 

(4）【その他の手数料等】 

 ファンドは以下の費用も負担します。 

① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券

取引に係る費用 

② 先物取引やオプション取引等に要する費用 

③ 外貨建資産の保管費用 

④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用 

⑤ 信託財産に関する租税 

⑥ 信託事務の処理に要する諸費用 

⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息 

-24-



⑧ その他、以下の諸費用 

１．受益証券の管理事務に関連する費用（券面の作成、印刷および交付に係る

費用を含みます。） 

２．有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、

印刷および提出に係る費用 

３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用 

５．運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出す

る場合の提出費用も含みます。） 

６．ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに信託約款の変更ま

たは信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に

係る費用 

７．ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

 委託会社は、上記⑧の諸費用の支払をファンドのために行ない、その金額を合

理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.10％を上限とする額

を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限とし

て、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規

模等を考慮して、信託の期中に、随時かかる諸費用の年率を見直し、これを変更

することができます。 

 上記⑧の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸

費用は、毎計算期間の最初の６ヶ月終了日および毎計算期間終了日または信託終

了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 

 

(5）【課税上の取扱い】 

 日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以

下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容は変更

されることがあります。 

① 個別元本方式について 

１．個別元本について 

 追加型株式投資信託については、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申

込手数料および申込手数料に対する消費税等相当額は含まれません。）が当該

受益者の元本（個別元本）にあたります。 

 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該

受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することに

より算出されます。 

 ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益

証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会

社毎に、個別元本の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数

支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、一般コースと累積投

資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれ

る場合があります。 

 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か

ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

（「特別分配金」については下記 「3. 収益分配金の課税について」をご参照
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ください。） 

２．一部解約時および償還時の課税について 

 一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 

３．収益分配金の課税について 

 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、

非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部

分)の区分があります。 

 受益者が収益分配金を受け取る際、(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が

当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回ってい

る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、(ⅱ)当該収益分配金

落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回

る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。 

 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別

元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな

ります。 

 

② 個人、法人別の課税の取扱いについて 

１．個人の受益者に対する課税 

 個人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な

らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年１月１日

から2008年３月31日までに支払われるものにつきましては、10％（所得税７％

および地方税３％）の税率により源泉徴収されます。2008年４月１日以降に支

払われるものにつきましては、源泉税率は20％（所得税15％、地方税５％）と

なることが予定されております。収益分配金のうち所得税法上源泉税の課税対

象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

 ファンドにマル優制度（老人等の少額貯蓄非課税制度）は適用されません。 

 なお、2004年１月１日から公募株式投資信託は、「利子並み課税」の対象か

ら除外され、収益分配金（解約・償還差益を含みます。）については上場株式

等の配当と同様の課税に、解約・償還差損については株式等に係る譲渡所得等

の計算上、譲渡損として取り扱われることとなりました。また、公募株式投資

信託の譲渡による損益については、上場株式等と同様に株式等譲渡益課税の対

象とされることになりました。 

 さらに、金額にかかわらず収益分配金（解約・償還差益を含みます。）に係

る所得は申告不要とされています（なお、申告の選択も可能となり、この場合、

一定の条件の下で配当控除の適用可能性があります。）。 

 ファンドの換金、償還により損失が発生した個人の受益者は、確定申告を行

なうことにより、他の株式等の譲渡による利益と当該損失を通算することが可

能となります。販売会社に新規に口座を設定される場合には、告知書が必要と

なります。また、１回に支払を受けるべき金額が５万円（収益分配金の計算期

間が１年以上のときは10万円）を超える期中収益分配金、および１回に支払を

受けるべき金額が５万円を超える解約・償還差益につきましては、税務署に対

して、支払調書が提出されます。 

 税制の内容について、詳しいことをお知りになりたい場合には、販売会社ま
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でお問い合わせください。 

２．法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払を受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金な

らびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、2004年１月１日

から2008年３月31日までに支払われるものにつきましては、７％（所得税の

み）の税率で源泉徴収されます。2008年４月１日以降に支払われるものにつき

ましては、源泉税率は15％（所得税のみ）となることが予定されております。

収益分配金のうち源泉税の課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分

配金は課税されません。 

 一定の条件の下で受取配当等益金不算入制度および税額控除制度の適用可能

性があります。 
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５【運用状況】 
 

(1）【投資状況】 
  （2005年３月31日現在）

資産の種類 国名 
時価合計 
（円） 

投資比率 
（％） 

有価証券    

株式 日本 8,050,112,200 96.83 

 韓国 45,198,600 0.54 

 アメリカ 29,988,658 0.36 

 ケイマン 50,795,470 0.61 

小計  8,176,094,928 98.34 

投資信託受益証券 日本 66,011,232 0.79 

小計  66,011,232 0.79 

その他の資産    

預金・その他 日本 205,998,587 2.48 

小計    

負債 － 134,068,227 1.61 

合計（純資産総額）  8,314,036,520 100.00 

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 
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(2）【投資資産】 

①【投資有価証券の主要銘柄】（2005年３月31日現在） 

（単位：円) 

順
位 

銘柄名 
通貨 
地域 

種類 
業種 

株数、口数
簿価単価 
簿価金額 

評価単価 
時価金額 

投資
比率

1 ソ ニ ー 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

212,000
3,970.00 

841,640,000 
4,270

905,240,000
10.89%

2 松下電器産業 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

368,000
1,573.00 

578,864,000 
1,580

581,440,000
6.99%

3 キヤノン 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

100,200
5,470.00 

548,094,000 
5,750

576,150,000
6.93%

4 リ コ ー 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

246,000
1,961.00 

482,406,000 
1,840

452,640,000
5.44%

5 ＨＯＹＡ 
日本・円 
日本 

株式 
精密機器

26,200
11,310.00 

296,322,000 
11,800

309,160,000
3.72%

6 カシオ計算機 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

216,100
1,368.00 

295,624,800 
1,415

305,781,500
3.68%

7 日本電気硝子 
日本・円 
日本 

株式 
ガラス・土石製品

197,000
1,441.11 

283,900,000 
1,545

304,365,000
3.66%

8 サンケン電気 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

216,000
1,356.00 

292,896,000 
1,404

303,264,000
3.65%

9 シャープ 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

184,000
1,619.02 

297,901,264 
1,622

298,448,000
3.59%

10 ロ ー ム 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

27,700
10,090.00 

279,493,000 
10,350

286,695,000
3.45%

11 Ｔ Ｄ Ｋ 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

37,500
7,490.00 

280,875,000 
7,340

275,250,000
3.31%

12 村田製作所 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

46,800
5,730.00 

268,164,000 
5,750

269,100,000
3.24%

13 富 士 通 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

362,000
665.00 

240,730,000 
644

233,128,000
2.80%

14 東 芝 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

475,000
443.00 

210,425,000 
448

212,800,000
2.56%

15 住友電気工業 
日本・円 
日本 

株式 
非鉄金属

166,000
1,105.00 

183,430,000 
1,141

189,406,000
2.28%

16 Ｎ Ｏ Ｋ 
日本・円 
日本 

株式 
輸送用機器

71,700
2,720.00 

195,024,000 
2,555

183,193,500
2.20%

17 シチズン時計 
日本・円 
日本 

株式 
精密機器

176,400
988.00 

174,283,200 
1,029

181,515,600
2.18%

18 日本電気 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

277,000
655.00 

181,435,000 
648

179,496,000
2.16%

19 東京エレクトロン 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

26,500
6,490.00 

171,985,000 
6,110

161,915,000
1.95%

20 ＪＳＲ 
日本・円 
日本 

株式 
化学

63,000
2,115.00 

133,245,000 
2,115

133,245,000
1.60%
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順
位 

銘柄名 
通貨 
地域 

種類 
業種 

株数、口数
簿価単価 
簿価金額 

評価単価 
時価金額 

投資
比率

21 日本化学工業 
日本・円 
日本 

株式 
化学

338,000
394.00 

133,172,000 
390

131,820,000
1.59%

22 日東電工 
日本・円 
日本 

株式 
化学

22,700
5,580.00 

126,666,000 
5,620

127,574,000
1.53%

23 スタンレー電気 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

76,200
1,545.00 

117,729,000 
1,624

123,748,800
1.49%

24 大日本スクリーン製造 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

155,000
688.81 

106,766,108 
725

112,375,000
1.35%

25 日本電産 
日本・円 
日本 

株式 
電気機器

8,400
12,380.00 

103,992,000 
13,350

112,140,000
1.35%

26 旭 硝 子 
日本・円 
日本 

株式 
ガラス・土石製品

82,000
1,161.00 

95,202,000 
1,130

92,660,000
1.11%

27 リンテック 
日本・円 
日本 

株式 
その他製品

58,200
1,496.00 

87,067,200 
1,559

90,733,800
1.09%

28 
コニカミノルタホール
ディングス 

日本・円 
日本 

株式 
電気機器

66,000
1,254.00 

82,764,000 
1,084

71,544,000
0.86%

29 
フィデリティ・円キャッ
シュ・ファンド 

日本・円 
日本 

投資信託受益証券 
－

66,011,232
1.0000 

66,011,232 
1.0000

66,011,232
0.79%

30 オービック 
日本・円 
日本 

株式 
情報・通信業

3,000
19,770.00 
59,310,000 

20,920
62,760,000

0.75%
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種類別および業種別投資比率 
  （2005年３月31日現在）

種類 国内／外国 業種 投資比率（％）

株式 国内 化学 7.71 

  ガラス・土石製品 4.78 

  非鉄金属 2.40 

  金属製品 0.57 

  電気機器 69.24 

  輸送用機器 2.20 

  精密機器 6.19 

  その他製品 1.82 

  情報・通信業 1.40 

  卸売業 0.53 

 小計  96.83 

 外国 テクノロジー・ハードウェア及び機器 1.51 

 小計  1.51 

国内 その他 0.79 
投資信託受益
証券 

小計  0.79 

合計（対純資産総額比） 99.13 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 
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(3）【運用実績】 

①【純資産の推移】 

  2005年３月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末

の純資産の推移は次のとおりです。 

 

期 年月日 
純資産総額
（百万円）
（分配落）

純資産総額
（百万円）
（分配付）

１口当たり純資産額
（円） 
（分配落） 

１口当たり純資産額
（円） 
（分配付） 

１期 (2000年２月21日) 26,783 26,783 1.2389 1.2389

２期 (2001年２月20日) 15,226 15,226 0.7475 0.7475

３期 (2002年２月20日) 10,450 10,450 0.5797 0.5797

４期 (2003年２月20日) 7,739 7,739 0.4679 0.4679

５期 (2004年２月20日) 9,132 9,132 0.5958 0.5958

６期 (2005年２月21日) 8,317 8,317 0.5792 0.5792

 2004年３月末日 9,562 － 0.6265 －

 2004年４月末日 9,582 － 0.6437 －

 2004年５月末日 9,137 － 0.6125 －

 2004年６月末日 9,253 － 0.6245 －

 2004年７月末日 8,643 － 0.5805 －

 2004年８月末日 8,741 － 0.5709 －

 2004年９月末日 8,695 － 0.5640 －

 2004年10月末日 8,403 － 0.5517 －

 2004年11月末日 8,400 － 0.5556 －

 2004年12月末日 8,690 － 0.5863 －

 2005年１月末日 8,126 － 0.5624 －

 2005年２月末日 8,402 － 0.5867 －

 2005年３月末日 8,314 － 0.5899 －
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②【分配の推移】 

期 
１口当たりの分配金 

（円） 

第１期 0.00 

第２期 0.00 

第３期 0.00 

第４期 0.00 

第５期 0.00 

第６期 0.00 

 

③【収益率の推移】 

期 収益率（％） 

第１期 23.9 

第２期 △39.7 

第３期 △22.4 

第４期 △19.3 

第５期 27.3 

第６期 △2.8 
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６【手続等の概要】 
 

(1) 申込(販売)手続等 

 ファンドの募集は、申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時

間内において行なわれます。取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が

半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。 

  

 ファンドの発行価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みに

は、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の

申込手数料率を乗じて得た額となります。ただし、申込手数料率は3.15％(消費税等相

当額抜き 3.00％)を超えないものとします。 

    

 申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

なお、各販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社の

ホームページ（アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html）をご参

照いただくか、フリーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５

時）または販売会社までお問い合わせください。 

 

 申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込みの

販売会社にお支払いください。 

 

委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が

妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停

止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によ

り、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取

り消すことができます。 

 

(2) 換金(解約)手続等 

受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。受益者は、委託会社およ

び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができます。一部解約の受付

は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前11時）までに受付けた

ものを当日の申込みとして取扱います。 

 

一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に

１％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額
＊
とします。 

＊ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×１％） 

 

一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

解約価額および各販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームページ

(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)もしくはフリーコー

ル：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）または各販売会社にてご

確認ください。 
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解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受け付けた日から起算して５営業

日目から、販売会社の営業所においてお支払いいたします。 

 

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得

ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。一

部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行

なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約

の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は当該受付中止を解

除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして当該計算

日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 

 

信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約はでき

ません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 
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７【管理及び運営の概要】 
 

(1) 資産管理等の概要 

1. 資産の評価 

 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資

産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総

額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令

および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額か

ら負債総額を控除した金額をいいます。 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以

下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買

相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における

計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

 なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。 

 

2. 保管 

 一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護

預り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの

場合、受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受

益者の責任において受益者により保管されます。 

 累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りと

なります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券に

ついて受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の

実行の請求があったものとして取扱います。 

 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって

請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名

式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 

 上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止

します。 

 記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受

託会社に対抗することができません。 

 受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下

のとおりです。 

① 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を

添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は無

記名式の受益証券を再交付します。 

② 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付

を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。 

③ 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定め

る手続により再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。

ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①および②の規定を準用するもの

とします。 

④ 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求するこ

とができます。 
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3. 信託期間 

 信託期間は無期限とします。ただし、下記「5. 信託の終了」の場合には、信託は

終了します。 

 

4. 計算期間 

計算期間は原則として毎年２月21日から翌年２月20日までとします。各計算期間

終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、

その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了

日は、信託期間の終了日とします。 

 

5. 信託の終了 

 ① 委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受益権の

残存口数が30億口を下回った場合もしくは下回ることが明らかとなった場合また

は信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めるときその他やむ

を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に

届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ

の場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、かつ知られたる受益者に対し

て書面を交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原

則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下らな

いものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定

期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数

の50％を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこととします。信託契

約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およびその理由を公告し、

かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た

だし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないま

せん。 

なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ

て、上記一定期間が１ヶ月を下らないこととすることが困難な場合には、前段は

適用されません。 

 ② 委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたときはその

命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 ③ 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃

止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に

引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総

口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社と

の間において存続します。 

 ④ 受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関する受託

会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社の辞任また

は解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はファンドの

信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

6. 信託約款の変更 
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委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発

生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、

信託約款を変更することができます。 

委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、

これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下らな

いものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当該一定期

間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

50％を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこととします。信託

約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合は、原則として公告を行ないま

せん。 

委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に従い、

信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２段の手法に

従います。 

 

7. 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

 

8. 運用報告書の作成等 

委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の

内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを販売会

社を通じて知られたる受益者に対して交付します。保護預りを利用する受益者には、

あらかじめ申し出を受けた住所に販売会社から運用報告書が送付されます。 

 

9. 組入有価証券等の管理 

信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ないます。

ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保管・管理を他

の者に委任することができます。 

① 受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管す

る場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機関

と保管契約を締結し、これを委任することができます。 

② 受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関

等に預託し保管させることができます。 

③ 金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済

する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

④ 信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託会社ま

たは受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。 

 

10. 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容 
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委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど

追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できま

す。 

 ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはあり

ません。 

 

11. 追加信託金 

追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る

受益権の口数を乗じた額とします。 

 

12. 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 

収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
＊１

は、原則として、各受

益者毎の信託時の受益証券の価額等
＊２

に応じて計算されるものとします。 

＊１「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者

毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託の

つど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

＊２「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎

の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均

され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

13. 受益証券の発行、受益証券の発行についての受託会社の認証 

委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式受益

証券を発行します。 

委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が信託約款に適

合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。 

受益証券の認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印

することによって行ないます。 

 

14. 受益証券の種類 

委託会社が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、100

万口券、500万口券、1,000万口券および１億口券の８種類とします。ただし、委託

会社が認める場合にはこの限りではありません。 

自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受益証

券の種類は、上記のほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることがで

きます。 

また、委託会社が認める場合には、委託会社は１口未満の口数を表示した受益証

券を発行することができます。 

 

15.有価証券売却等の指図および再投資の指図 

委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。委託会社は、

上記による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に

係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができま

す。 
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16. 受託会社による資金の立替え 

信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当があ

る場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることがで

きます。 

信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係

る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を

見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れるこ

とができます。 

上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議により

そのつど別にこれを定めます。 

 

17. 信託財産に関する報告 

受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成し

て、これを委託会社に提出します。 

受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作

成して、これを委託会社に提出します。 

 

18. 委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い 

委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、ファン

ドの信託契約に関する営業を譲渡することがあります。 

委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに

伴い、ファンドの信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

19. 受託会社の辞任または解任に伴う取扱い 

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この

場合、委託会社は、上記「6.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任し

ます。 

委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督官庁

に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

委託会社は、受益者の利益のため合理的に必要と認めるときは、法令に従い受託

会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、前２段

に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。 

上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合におい

て、委託会社が信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力ある新受託

会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は解任権を行使

する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、本項に基づく受

託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に行なうよう努めるも

のとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会社または選任された新受

託会社が倒産等により信託約款に定める受託会社の義務を履行できなくなった場合

には、委託会社は、当該判断時において悪意であった場合を除き、これによって生

じた損害について受益者に対し責任を負いません。 

 

20. 信託約款に関する疑義の扱い 

信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議によ

り定めます。 
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21. 信託事務処理の再信託 

受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託契約を締結

し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の

兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができ

ます。 

 

22. 受益証券の取得申込みの勧誘の種類 

ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当

し、投信法第2条第13項で定める公募により行なわれます。 

 

(2)受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

1. 収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利

を有します。 

 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原

則として計算期間終了日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換

えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行

ないます。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する

受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 

 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰

属します。 

 

2. 償還金に対する請求権 

 受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求す

る権利を有します。 

 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引

き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行な

います。 

 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求

しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委

託会社に帰属します。 

 

3. 受益証券の一部解約請求権 

 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求

する権利を有します。 

 

4. 記名式受益証券の場合の権利行使 

 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、
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収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約

金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配

金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情が

あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 

 

5. 委託会社の免責 

 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委

託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払が

なされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべ

き税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があれ

ばその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。 

 

6. 帳簿閲覧権 

 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳

簿書類の閲覧を請求することができます。 

 

7. 信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権 

 委託会社が信託の解約または信託約款の変更を行なう場合において、その変更

内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定の期間内に異議を述べることが

できます。 

 

8. 異議申立てを行なった受益者の買取請求権 

 前記に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券

を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

  

9. 当初の受益者 

 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定

する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

10. 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託

会社の免責 

 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金に

ついては支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全

額を委託会社に交付します。 

受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 
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第２【財務ハイライト情報】 
 
以下の記載事項は、請求目論見書（証券取引法第13条第２項第２号に定める内容を記載

した目論見書をいいます。以下同じ。）「第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表」に

記載された情報を抜粋したものです。 

請求目論見書中の「第４ ファンドの経理状況 １ 財務諸表」については、中央青山

監査法人による監査証明を受けており、監査報告書は当該箇所に添付されております。 
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フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー） 

 

１【貸借対照表】 
第５期 計算期間 

(平成16年２月20日現在) 
第６期 計算期間 

(平成17年２月21日現在) 区分 
注記
番号

金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  531,675 158,535 

金銭信託  137,887,105 36,674,469 

株式  9,033,886,100 8,200,465,545 

投資信託受益証券  48,003,527 116,010,832 

未収入金  200,699,619 124,946,819 

未収配当金  5,139,900 5,309,100 

流動資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 

資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 

負債の部    

流動負債    

未払金  204,948,161 78,820,629 

未払解約金  13,389,586 16,185,655 

未払受託者報酬  4,862,554 4,523,629 

未払委託者報酬  68,075,779 63,330,980 

その他未払費用  2,555,616 3,029,898 

流動負債合計  293,831,696 165,890,791 

負債合計  293,831,696 165,890,791 

純資産の部    

元本    

元本  15,327,765,020 14,360,100,693 

剰余金    

期末欠損金  6,195,448,790 6,042,426,184 

（うち分配準備積立金）  （920,803,111） (710,246,991) 

剰余金合計  △6,195,448,790 △6,042,426,184 

純資産合計  9,132,316,230 8,317,674,509 

負債・純資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 
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２【損益及び剰余金計算書】 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 区分 

注記 
番号 

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取配当金  60,672,545 73,431,601 

有価証券売買等損益  2,033,733,582 △186,137,958 

為替差損益  △3,648,726 3,567,055 

営業収益合計  2,090,757,401 △109,139,302 

営業費用    

受託者報酬  8,855,223 9,290,409 

委託者報酬  123,973,044 130,065,880 

その他費用  5,223,050 6,709,214 

営業費用合計  138,051,317 146,065,503 

営業利益又は営業損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

経常利益又は経常損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

当期純利益又は当期純損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

一部解約に伴う当期純損失分配額  － 20,918,066 

一部解約に伴う当期純利益分配額  214,651,636 － 

期首欠損金  8,800,955,087 6,195,448,790 

欠損金減少額  1,787,291,964 1,746,175,426 

(当期一部解約に伴う欠損金減少額)  （1,787,291,964） (1,746,175,426) 

欠損金増加額  919,840,115 1,358,866,081 

(当期追加信託に伴う欠損金増加額)  （919,840,115） (1,358,866,081) 

分配金  － － 

期末欠損金  6,195,448,790 6,042,426,184 
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重要な会計方針 

項目 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1）株式 

 移動平均法に基づき、原則と

して時価で評価しております。 

 時価評価にあたっては、証券

取引所又は店頭市場における最

終相場（最終相場のないものに

ついては、それに準ずる価

額）、又は証券会社等から提示

される気配相場に基づいて評価

しております。 

(1）株式 

 同左 

 (2）投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で

評価しております。 

 時価評価に当たっては、投資

信託受益証券の基準価額に基づ

いて評価しております。 

(2）投資信託受益証券 

 同左 

２．デリバティブの評価基

準及び評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則とし

て、わが国における計算期間末

日の対顧客先物売買相場の仲値

によって計算しております。 

為替予約取引 

 同左 

３．収益及び費用の計上基

準 

受取配当金の計上基準 

 受取配当金は原則として、株

式の配当落ち日において、その

金額が確定している場合には当

該金額、未だ確定していない場

合には予想配当金額の90％を計

上し、残額については入金時に

計上しております。 

受取配当金の計上基準 

 同左 
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項目 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

４．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投

資信託財産の貸借対照表、損益

及び剰余金計算書、附属明細表

並びに運用報告書に関する規

則」（平成12年総理府令第133

号）第60条に基づき、取引発生

時の外国通貨の額をもって記録

する方法を採用しております。 

 但し、同第61条に基づき、外

国通貨の売却時において、当該

外国通貨に加えて、外貨建資産

等の外貨基金勘定及び外貨建各

損益勘定の前日の外貨建純資産

額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売

却時の外国為替相場等で円換算

し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割

合相当の邦貨建資産等の外国投

資勘定と、円換算した外貨基金

勘定を相殺した差額を為替差損

益とする計理処理を採用してお

ります。 

(1）外貨建取引等の処理基準 

 同左 

 ─────── (2）計算期間の取り扱い 

 当ファンドの計算期間は、平

成17年２月20日が休日のため、

平成16年２月21日から平成17年

２月21日までとなっておりま

す。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 

(1) 名義書換 

 記名式受益証券の所持人は、委託会社の定める手続に従い、販売会社経由で委託

会社に名義書換を請求することができます。 

 名義書換手数料は、徴収しません。 

 名義書換の手続は、各計算期間の末日の翌日から15日間停止します。 

 

(2) 受益者名簿 

 作成しません。 

 

(3) 受益者集会 

 受益者集会は開催されません。 

 

(4) 受益者に対する特典 

 該当するものはありません。 

 

(5) 内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容 

ファンドの受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券

の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社およ

び受託会社に対抗することはできません。また、「累積投資コース」を選択した受

益者から自己の有する受益証券について返還請求があった場合、販売会社は自動け

いぞく投資契約に基づき、当該受益者から一部解約の実行の請求があったものとし

て取扱います。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

以下は、請求目論見書の記載事項です。 
 

第１ ファンドの沿革 

 

第２ 手続等 

 １ 申込(販売)手続等 

 ２ 換金(解約)手続等 

 

第３ 管理及び運営 

 １ 資産管理等の概要 

 (1) 資産の評価 

 (2) 保管 

 (3) 信託期間 

 (4) 計算期間 

 (5) その他 

 ２ 受益者の権利等 

 

第４ ファンドの経理状況 

 １ 財務諸表 

 (1) 貸借対照表 

 (2) 損益及び剰余金計算書 

 (3) 附属明細表 

 ２ ファンドの現況 

 （純資産額計算書） 平成  年  月  日 

  Ⅰ 資産総額 

  Ⅱ 負債総額 

  Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

  Ⅳ 発行済数量 

  Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ) 

 

第５ 設定及び解約の実績 
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交付目論見書本文中で使用されている用語についてのご解説 
 

アナリスト 企業の調査や分析等を行なう担当者のことです。 

一般コース 決算期ごとに、その都度ファンドの収益分配金を受け取るコース

のことです。 

運用報告書 ファンドの決算および償還時に、計算期間中の運用経過、運用実

績、組み入れ資産の内容、資産の売買状況、ポートフォリオ・マ

ネージャーのコメントなどを記載したものです。販売会社を通じ

て、ファンドを保有している全投資家に交付されます。 
換金乗換え 追加型投信の信託期間終了（償還）の日1年前から終了日までの

間（販売会社が定める期間）に、ファンドを換金し、その換金代

金の範囲内で、換金乗換えの対象となるファンドを購入すること

です。この場合、換金代金を支払った販売会社と申込みを行なう

販売会社が同じである必要があります。また、一般的に、その際

手数料は優遇されます。 

基準価額 ファンドを購入または解約する時の基準となる価額で、ファンド

の純資産総額を受益権総口数（ファンドを保有しているすべての

投資家の保有口数）で割って算出されます。基準価額は、市場の

値動きに応じて日々変動します。通常は、１万口当たりで表示さ

れます。 

契約型投資信託 投資信託委託会社（信託の委託者）と受託銀行（信託の受託者）

との間の契約に基づき、委託者が資産の運用指図を行ない、その

収益を受益者である投資家が受け取る形態の投資信託のことをい

います。この他に会社型の投資信託があります。 

時価評価 市場価格で評価することをいいます。 

収益分配金 ファンドの計算期間終了後に投資家に支払われるファンドの収益

のことです。収益分配金の額は委託会社が決定します。毎期収益

分配金が支払われるとは限りません。 

受益証券 投資家のファンドに対する権利を表示する証券のことで、株式の

場合の株券に相当するものです。原則として無記名式（受益証券

に投資家の名前が記載されていないもの）となっています。 

受益証券の保護預

り 

紛失や盗難、焼失などを避けるため、販売会社が受益証券を投資

家に代わって保管することです。一般コースを選択した投資家

は、受益証券を保護預りにするか自ら保管するか選択できます。

自動けいぞく投資コースを選択した投資家は、保護預りのみとな

ります。 

純資産総額 ファンドが投資している株式や債券の時価、現・預金、利息およ

び配当金の合計から未払金や未払信託報酬などの負債を差し引い

た額です。ファンドが全体でいくらになっているかを示す金額で

あり、信託財産の総額です。 
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償還乗換え 終了（償還）したファンドの償還金で３ヶ月以内に新たにファン

ドを購入することです。この場合、償還金を支払った販売会社と

申込みを行なう販売会社が同じである必要があります。一般的

に、その購入するファンドの申込手数料が無料または優遇されま

す。 

信託財産留保額 投資家がファンドを解約する時に受け取る価額から差し引かれ、

ファンドに留保される金額をいいます。ファンドを保有しつづけ

る投資家と解約する投資家との間の公平性を保つため、解約する

投資家が負担します。信託財産留保額が差し引かれるファンドと

差し引かれないファンドがあります。 

信託報酬 ファンドの運用・販売・保管・投資家へのサービスの対価とし

て、ファンドから委託会社、受託銀行、販売会社の３社に対して

支払われる報酬のことです。信託報酬は日々計算され、ファンド

ごとに料率が決められています。 

スイッチング 複数のファンドから構成されている投資信託の場合、手持ちの

ファンドを売却し、別のファンドに乗り換えることをいいます。

通常、スイッチングを行なう場合の手数料は、無手数料または低

く抑えられています。なお、手持ちのファンドが信託財産留保額

の支払対象の場合は、スイッチング時においても信託財産留保額

はかかります。 

追加型投資信託 オープン型投資信託ともいい、ファンドが設定され運用を開始し

た後、いつでも購入できる投資信託のことです。一方、設定前の

当初募集期間中しか購入できない投資信託を、単位型投資信託と

いいます。 

定時定額購入 長期間にわたって、定期的（１ヶ月に１度など）に一定額ずつ

ファンドを購入する投資方法のことです。定額での購入であるこ

とから、ファンドの基準価額が高いときには少ない口数を、低い

ときには多くの口数を購入することになります。このため、全期

間を平均すると、毎回同じ口数を購入していく方法よりも、購入

にかかる金額を低く抑える効果があります（ドル・コスト平均

法）。定時定額購入サービスとは、販売会社が、購入代金の自動

引き落とし等により、このような投資方法を代行するサービスの

ことをいいます。 

ベンチマーク ファンドの運用成果、投資収益目標、ファンド資産のリスク管理

の基準となる指標をいいます。アクティブ運用のファンドの場合

には、ベンチマークを上回る成績をあげることを目標としていま

す。 

ポートフォリオ 金融資産の内訳や組合せのことです。投資信託の場合、あるファ

ンドが保有する資産の内容のことも指します。 

ポートフォリオ・

マネージャー 

ファンドの実際の運用指図を行なう専門家のことです。ファン

ド・マネージャーともいいます。 
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ボトム・アップ・

アプローチ 

個別企業の調査・分析に基づいて企業の投資価値を判断し、投資

する銘柄を選定する運用手法をいいます。銘柄選定の結果とし

て、業種比率や国別比率などが確定し、ポートフォリオが構築さ

れます。反対に、マクロ経済動向などにより、投資判断を行なう

運用手法を、｢トップ・ダウン・アプローチ｣といいます。 

累積投資コース ファンドの収益分配金を自動的に再投資（ファンドを購入するこ

と）するコースのことです。この再投資は分配金に対する税金を

差し引いた後、無手数料で行なわれます。「自動けいぞく投資

コース」等、異なる名称を使用することもあります。 
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投資信託説明書（請求目論見書）

2005.5

※本書は、証券取引法第13条第 2項第 2号に定める内容を記載した目論見書（「請求目論見書」）です。

F i d e l i t y  S e l e c t  F u n d ( T e c h n o l o g y )

フィデリティ・
セレクト・ファンド（テクノロジー）
追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）



 
 
 
 
 
 
 
 

1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行なうフィデリティ・セレクト・ファ

ンド（テクノロジー）の受益証券の募集については、委託会社は、証券取引法第 5

条の規定により有価証券届出書を2005年５月20日に関東財務局長に提出し、2005

年５月 21 日にその届出の効力が生じております。 

2. このファンドは、主に国内の株式を投資対象としていますが、外貨建の株式を含

む他の有価証券に投資することもあります。また、このファンドの基準価額は、

組み入れた株式やその他の有価証券の値動き等の影響（外貨建の資産には為替相

場の変動による影響もあります。）により上下しますので、これにより投資元本を

割り込むことがあります。また、組み入れた株式やその他の有価証券の発行者の

経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本

を割り込むことがあります。このファンドの運用による損益はすべて投資家の皆

様に帰属し、元本が保証されているものではありません。 
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第１【ファンドの沿革】 
 

1999年11月12日  ファンドの受益証券の募集開始 

1999年11月19日  信託契約の締結、ファンドの当初設定、ファンドの運用開始 
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第２【手続等】 
 
１【申込（販売）手続等】 

 

ファンドの募集は、申込期間における委託会社および販売会社の各営業日の営業時

間内において行なわれます。取得申込みの受付は、午後３時（わが国の証券取引所が

半休日となる場合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。

ただし、受付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。

これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

 

受益証券の販売価格は、取得申込受付日の基準価額とします。なお、取得申込みに

は、手数料がかかります。手数料は、取得申込受付日の基準価額に、販売会社所定の

申込手数料率を乗じて得た額となります。申込手数料率は3.15％(消費税等相当額抜き 

3.00％)を超えないものとします。 

 

申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

ただし、累積投資コースに基づいて収益分配金を再投資する場合には、1口の整数倍

をもって取得の申込みができます。 

 

各販売会社の申込手数料率および申込単位の詳細については、委託会社のホーム

ページ(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)もしくはフリー

コール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）または各販売会社に

てご確認ください。 

 

申込代金は、原則として、取得申込受付日から起算して５営業日までにお申込みの

販売会社にお支払いください。 

 

 委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が

妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または証券取引所における取引の停

止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断によ

り、受益証券の取得申込みの受付を停止することおよび既に受付けた取得申込みを取

り消すことができます。 
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２【換金（解約）手続等】 
 
受益者は、解約請求による換金を行なうことが可能です。 

受益者は、委託会社および販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求すること

ができます。一部解約の受付は、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場

合は午前11時）までに受付けたものを当日の申込みとして取扱います。ただし、受

付時間は販売会社によって異なることもありますので、ご注意ください。これらの

受付時間を過ぎてからの一部解約の申込みは翌営業日の取扱いとなります。 

 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもっ

て行なうものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、

ファンドの信託契約の一部を解約します。 

  

一部解約の価額は、解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（基準価額に

１％の率を乗じて得た額）を控除した解約価額
＊
とします。 

＊ 解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－（基準価額×１％） 

 

解約価額は毎営業日計算され、委託会社（フィデリティ投信株式会社、ホーム

ページ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.htmlをご参照いただくか、フ

リーコール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販

売会社に問い合わせることにより知ることができます（解約価額の基準となるファ

ンドの基準価額は新聞紙上に掲載されますが、解約価額は掲載されませんのでご注

意ください。）。受益者の受取金額は、解約価額に解約口数を乗じて得た金額から、

解約価額が個別元本
＊１
を上回った場合その超過額に解約口数を乗じて得た額に対す

る所得税額および地方税額を差引いた金額
＊２
となります。当該金額は解約請求を受

付けた日から起算して原則として５営業日目から、販売会社の営業所において受益

者に支払われます。 

＊１ 「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等（申込手数料およ

び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）をいいます。

詳しくは、交付目論見書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 

手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 

＊２ 2004年１月１日から2008年３月31日までに支払われる収益分配金（解約・償

還差益を含みます。）等につきましては、源泉税率は個人の受益者について

は10％（所得税７％、地方税３％）、法人の受益者については７％(所得税)

となります。2008年４月１日以降に支払われるものにつきましては、源泉税

率は個人の受益者については20％(所得税15％、地方税５％)、法人の受益者

については15％（所得税）となることが予定されております。詳しくは交付

目論見書「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税

金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。 

 

解約単位は、販売会社が別途定める単位とします。 

 

 解約価額および各販売会社の解約単位の詳細については、委託会社のホームペー

ジ(アドレス：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html)もしくはフリー

コール：0120-00-8051（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）または各販売会社
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にてご確認ください。 

 

 委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを

得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。

一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に

行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部

解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該証券の一部解約の価額は当該受付中

止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行を受付けたものとして

当該計算日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 

 

 信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１件５億円を超える一部解約はで

きません。また、大口解約には別途制限を設ける場合があります。 

 

 

-4-



 

第３【管理及び運営】 
 

１【資産管理等の概要】 
 

(1）【資産の評価】 

 受益証券１口当たりの純資産額（「基準価額」）は、ファンドの信託財産の純資産

総額を計算日における受益権総口数で除して得た額です。「信託財産の純資産総額」

とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および

社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総

額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金そ

の他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国におけ

る当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

 基準価額は毎営業日計算され、委託会社（フィデリティ投信株式会社、ホームペー

ジ：http://www.fidelity.co.jp/fij/fund/japan.html、フリーコール：0120-00-8051

（受付時間：営業日の午前９時～午後５時））または販売会社に問い合わせることに

より知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞に掲載されます。（日

本経済新聞においては、ファンドは、「テクノ」として略称で掲載されています。） 

 なお、基準価額は便宜上、１万口当たりをもって表示されることがあります。 

 

(2）【保管】 

 一般コースを選択した受益者は、受益者と販売会社との間に取り交わされる保護預

り契約に基づき、受益証券を販売会社に保管させることができます。保護預りの場合、

受益証券は混蔵保管されます。保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責

任において受益者により保管されます。 

 累積投資コースを選択した受益者の受益証券は全て販売会社における保護預りとな

ります。なお、自動けいぞく投資契約に基づき保護預りとなっている受益証券につい

て受益者から返還請求があった場合、販売会社は、当該受益者から一部解約の実行の

請求があったものとして取扱います。 

 受益証券は原則として無記名式ですが、受益者が委託会社の定める手続によって請

求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の

受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。 

 無記名式の受益証券は、それを所持している人が受益者として扱われます。 

 受益証券の引出しを請求される場合は、受益証券の印刷完了後、請求日を入れて４

営業日目以降の受渡しとなります。 

 記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続によって名義書換を委託会社

に請求することができます。 

 上記による名義書換の手続はファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止し

ます。 

 記名式の受益証券の譲渡は、上記の名義書換によらなければ、委託会社および受託

会社に対抗することができません。 

 受益証券を喪失、毀損・汚損した受益者に対する受益証券の再交付の手続は以下の

とおりです。 

1. 無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を
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添え、委託会社の定める手続により再交付を請求したときは、委託会社は無

記名式の受益証券を再交付します。 

2. 記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続により再交付

を請求したときは、委託会社は、記名式の受益証券を再交付します。 

3. 受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定め

る手続により再交付を請求したときは、委託会社は受益証券を再交付します。

ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記1.、2.の規定を準用するものとし

ます。 

4. 受益証券を再交付するときは、委託会社は受益者に対して実費を請求するこ

とができます。 

 

(3）【信託期間】 

信託期間は無期限とします。ただし、下記「(5) その他 (a）信託の終了」の場合

には、信託は終了します。 

 

(4）【計算期間】 

 計算期間は原則として毎年２月21日から翌年２月20日までとします。各計算期間終

了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その

翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、

信託期間の終了日とします。 

 

(5）【その他】 

(a) 信託の終了 

１．委託会社は、信託期間中において信託契約の一部を解約することにより受

益権の残存口数が30億口を下回った場合もしくは下回ることが明らかとなっ

た場合または信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める

ときその他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あ

らかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了さ

せることができます。この場合、委託会社は、あらかじめ、これを公告し、

かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、全ての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を

下らないものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。

当該一定期間内に信託契約の解約に異議を述べた受益者の受益権の口数が受

益権の総口数の50％を超えることとなるときは、信託契約を解約しないこと

とします。信託契約を解約しないこととなった場合には、解約しない旨およ

びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益

者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合

は、原則として公告を行ないません。 

 なお、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合

であって、上記一定期間が１ヶ月を下らないこととすることが困難な場合に

は、前段は適用されません。 

２．委託会社は、監督官庁よりファンドの信託契約の解約の命令を受けたとき

はその命令に従い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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３．委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業

務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの信託契約を解約し、信託を終

了させます。ただし、監督官庁がファンドに関する委託会社の業務を他の投

資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、異議を述べた受益者の受益

権の口数が受益権の総口数の50％を超えることとなる場合を除き、当該投資

信託委託業者と受託会社との間において存続します。 

４．受託会社が信託業務を営む銀行でなくなったとき（ただしファンドに関す

る受託会社の業務を他の受託会社が引き継ぐ場合を除きます。）、受託会社

の辞任または解任に際し委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会

社はファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

(b) 信託約款の変更 

 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情

が発生したときは、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出るこ

とにより、信託約款を変更することができます。 

 委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじ

め、これを公告し、かつ知られたる受益者に対して書面を交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行ないません。 

 前段の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定期間（１ヶ月を下

らないものとします。）内に異議を述べるべき旨を付記するものとします。当

該一定期間内に信託約款の変更に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権

の総口数の50％を超えることとなるときは、信託約款の変更は行なわないこと

とします。信託約款の変更を行なわないこととなった場合には、変更しない旨

およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受

益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付した場合

は、原則として公告を行ないません。 

 委託会社は監督官庁より信託約款の変更の命令を受けたときは、その命令に

従い、信託約款を変更します。その変更内容が重大なものとなる場合には前２

段の手法に従います。 

(c) 関係法人との契約の更改 

 委託会社と販売会社との間の受益証券の販売等に係る契約書は、期間満了の

３ヶ月前までにいずれの当事者からも別段の意思表示がないときは、自動的に

１年間延長されます。自動延長後も同様です。委託会社と他の関係法人との契

約は無期限です。 

(d) 公告 

 委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。 

(e) 運用報告書の作成 

 委託会社は、毎計算期間終了後および償還後に期中の運用経過、組入有価証

券の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これ

を販売会社を通じて知られたる受益者に対して交付します。保護預りを利用す

る受益者には、あらかじめ申し出を受けた住所に販売会社から運用報告書が送

付されます。 

(f) 組入有価証券等の管理 

 信託財産に属する資産の保管・管理は、原則として受託会社がこれを行ない

ます。ただし、下記に掲げる場合、受託会社は、信託財産に属する資産の保
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管・管理を他の者に委任することができます。 

１．受託会社は、委託会社と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管

する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる金融機

関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 

２．受託会社は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機

関等に預託し保管させることができます。 

３．金融機関等から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決

済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関等が保管契約を締結した保管機関に

当該金融機関等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

４．信託財産に属する有価証券については、実務上可能であり、かつ委託会社

または受託会社が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしませ

ん。 

(g) 受益権の分割および再分割、信託日時の異なる受益権の内容 

 委託会社は、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の

つど追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

 委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割で

きます。 

 ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることは

ありません。 

(h) 追加信託金 

 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に当該追加信託に

係る受益権の口数を乗じた額とします。 

(i) 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金 

 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金
＊１
は、原則として、

各受益者毎の信託時の受益証券の価額等
＊２
に応じて計算されるものとします。 

＊１「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益

者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信

託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものと

します。 

＊２「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者

毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重

平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

(j) 受益証券の発行、受益証券の発行についての受託会社の認証 

 委託会社は、分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式

受益証券を発行します。 

 委託会社は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券が信託約款

に適合する旨の受託会社の認証を受けなければなりません。 

 受益証券の認証は、受託会社の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名

捺印することによって行ないます。 

(k) 受益証券の種類 

 委託会社が発行する受益証券は、１万口券、５万口券、10万口券、50万口券、

100万口券、500万口券、1,000万口券および１億口券の８種類とします。ただ

し、委託会社が認める場合にはこの限りではありません。 
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 自動けいぞく投資契約および保護預り契約に基づいて販売会社が保管する受

益証券の種類は、上記のほか、１口の整数倍の口数を表示した受益証券とする

ことができます。 

 また、委託会社が認める場合には、委託会社は１口未満の口数を表示した受

益証券を発行することができます。 

(l)有価証券売却等の指図および再投資の指図 

 委託会社は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。委託会

社は、上記による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資すること

の指図ができます。 

(m) 受託会社による資金の立替え 

 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当

がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをする

ことができます。 

 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等

に係る利子等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにそ

の金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に

繰り入れることができます。 

 上記の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議に

よりそのつど別にこれを定めます。 

(n) 信託財産に関する報告 

 受託会社は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作

成して、これを委託会社に提出します。 

 受託会社は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書

を作成して、これを委託会社に提出します。 

(o) 委託会社の営業の譲渡および承継に伴う取扱い 

 委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、

ファンドの信託契約に関する営業を譲渡することがあります。 

 委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、こ

れに伴い、ファンドの信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

(p) 受託会社の辞任または解任に伴う取扱い 

 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。

この場合、委託会社は、上記「(b）信託約款の変更」の規定に従い、新受託会

社を選任します。 

 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は、あらかじめ監督

官庁に届出のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 委託会社は、受益者の利益のため合理的に必要と認めるときは、法令に従い

受託会社を解任することができます。受託会社の解任に伴う取扱いについては、

前２段に定める受託会社の辞任に伴う取扱いに準じます。 

 上記に基づき受託会社が辞任しまたは解任されたまたは解任されうる場合に

おいて、委託会社が信託約款に定める受託会社の義務を適切に履行する能力あ

る新受託会社を選任することが不可能または困難であるときには、委託会社は

解任権を行使する義務も新受託会社を選任する義務も負いません。委託会社は、

本項に基づく受託会社の解任または新受託会社の選任についての判断を誠実に
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行なうよう努めるものとしますが、かかる判断の結果解任されなかった受託会

社または選任された新受託会社が倒産等により信託約款に定める受託会社の義

務を履行できなくなった場合には、委託会社は、当該判断時において悪意で

あった場合を除き、これによって生じた損害について受益者に対し責任を負い

ません。 

(q) 信託約款に関する疑義の扱い 

 信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議

により定めます。 

(r) 信託事務処理の再信託 

 受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託契約を

締結し、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信

託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託す

ることができます。 

(s) 受益証券の取得申込みの勧誘の種類 

ファンドの取得申込みの勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合

に該当し、投信法第2条第13項で定める公募により行なわれます。 
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２【受益者の権利等】 

  

受益者の有する主な権利は次のとおりです。 

(1) 収益分配金に対する請求権 

 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利

を有します。 

 収益分配金は、毎計算期間の終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日（原

則として計算期間終了日から起算して５営業日目）から収益分配金交付票と引換

えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行

ないます。 

 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する

受益者に対しては、委託会社は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収

益分配金を販売会社に支払います。この場合販売会社は、受益者に対し遅滞なく

収益分配金の再投資に係る受益証券の売却を行ないます。 

 受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払を請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰

属します。 

 

(2) 償還金に対する請求権 

 受益者は、ファンドの償還金（信託終了時におけるファンドの信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求す

る権利を有します。 

 償還金は、信託終了日後１ヶ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引

き換えに受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所において行な

います。 

 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求

しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委

託会社に帰属します。 

 

(3) 受益証券の一部解約請求権 

 受益者は、ファンドの受益証券の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求

する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第２ 手続等 ２ 換

金（解約）手続等」の項をご参照ください。 

 

(4) 記名式受益証券の場合の権利行使 

 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、

収益分配金の支払の請求の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約

金の支払の請求の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。

委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配

金、償還金および一部解約金の支払をしたときは、印鑑の盗用その他の事情が

あっても、そのために生じた損害についてその責を負わないものとします。 

 

(5) 委託会社の免責 

 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委
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託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払が

なされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべ

き税額（および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があれ

ばその金額）を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。 

 

(6) 帳簿閲覧権 

 受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳

簿書類の閲覧を請求することができます。 

 

(7) 信託約款の重要な内容の変更・信託契約の解約に係る異議申立権 

 委託会社が前記「1 資産管理等の概要 (5)その他 (a）信託の終了」に規定

する信託の解約または「同 (b）信託約款の変更」に規定する信託約款の変更を

行なう場合において、その変更内容が重大なものとなる場合には、受益者は所定

の期間内に異議を述べることができます。 

 

(8) 異議申立てを行なった受益者の買取請求権 

 前記(7)に基づき異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益

証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

 上記の買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社および販売会社の協

議により決定するものとします。 

 上記の買取請求の内容および手続に関する事項は、前記「1 資産管理等の概要 

(5)その他 (a)信託の終了」または「同 (b)信託約款の変更」に規定する公告ま

たは書面に付記します。 

 

(9) 当初の受益者 

 ファンドの信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定

する受益証券取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、

取得申込者に帰属します。 

 

(10) 収益分配金、償還金および一部解約金の委託会社への交付と支払に関する受託

会社の免責 

 受託会社は、収益分配金については毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金に

ついては支払開始日の前日までに、一部解約金については支払日までに、その全

額を委託会社に交付します。 

 受託会社は、上記により委託会社に収益分配金、償還金および一部解約金を交

付した後は、受益者に対する支払につき、その責に任じません。 
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第４【ファンドの経理状況】 
 

 ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の貸

借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成

12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。 

 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 

 

 ファンドは、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第５期計算期間（平成15年２

月21日から平成16年２月20日まで）、および第６期計算期間（平成16年２月21日から平

成17年２月21日まで）の財務諸表について、中央青山監査法人による監査を受けており

ます。 
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１【財務諸表】 
 

フィデリティ・セレクト・ファンド（テクノロジー） 

 

(1）【貸借対照表】 

第５期 計算期間 
(平成16年２月20日現在) 

第６期 計算期間 
(平成17年２月21日現在) 区分 

注記
番号

金額（円） 金額（円） 

資産の部    

流動資産    

預金  531,675 158,535 

金銭信託  137,887,105 36,674,469 

株式  9,033,886,100 8,200,465,545 

投資信託受益証券  48,003,527 116,010,832 

未収入金  200,699,619 124,946,819 

未収配当金  5,139,900 5,309,100 

流動資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 

資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 

負債の部    

流動負債    

未払金  204,948,161 78,820,629 

未払解約金  13,389,586 16,185,655 

未払受託者報酬  4,862,554 4,523,629 

未払委託者報酬  68,075,779 63,330,980 

その他未払費用  2,555,616 3,029,898 

流動負債合計  293,831,696 165,890,791 

負債合計  293,831,696 165,890,791 

純資産の部    

元本    

元本  15,327,765,020 14,360,100,693 

剰余金    

期末欠損金  6,195,448,790 6,042,426,184 

（うち分配準備積立金）  （920,803,111） (710,246,991) 

剰余金合計  △6,195,448,790 △6,042,426,184 

純資産合計  9,132,316,230 8,317,674,509 

負債・純資産合計  9,426,147,926 8,483,565,300 

 

-16-



 

(2）【損益及び剰余金計算書】 

第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 区分 

注記 
番号 

金額（円） 金額（円） 

経常損益の部    

営業損益の部    

営業収益    

受取配当金  60,672,545 73,431,601 

有価証券売買等損益  2,033,733,582 △186,137,958 

為替差損益  △3,648,726 3,567,055 

営業収益合計  2,090,757,401 △109,139,302 

営業費用    

受託者報酬  8,855,223 9,290,409 

委託者報酬  123,973,044 130,065,880 

その他費用  5,223,050 6,709,214 

営業費用合計  138,051,317 146,065,503 

営業利益又は営業損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

経常利益又は経常損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

当期純利益又は当期純損失（△）  1,952,706,084 △255,204,805 

一部解約に伴う当期純損失分配額  － 20,918,066 

一部解約に伴う当期純利益分配額  214,651,636 － 

期首欠損金  8,800,955,087 6,195,448,790 

欠損金減少額  1,787,291,964 1,746,175,426 

(当期一部解約に伴う欠損金減少額)  （1,787,291,964） (1,746,175,426) 

欠損金増加額  919,840,115 1,358,866,081 

(当期追加信託に伴う欠損金増加額)  （919,840,115） (1,358,866,081) 

分配金  － － 

期末欠損金  6,195,448,790 6,042,426,184 
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重要な会計方針 

項目 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(1）株式 

 移動平均法に基づき、原則と

して時価で評価しております。 

 時価評価にあたっては、証券

取引所又は店頭市場における最

終相場（最終相場のないものに

ついては、それに準ずる価

額）、又は証券会社等から提示

される気配相場に基づいて評価

しております。 

(1）株式 

 同左 

 (2）投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、時価で

評価しております。 

 時価評価に当たっては、投資

信託受益証券の基準価額に基づ

いて評価しております。 

(2）投資信託受益証券 

 同左 

２．デリバティブの評価基

準及び評価方法 

為替予約取引 

 為替予約の評価は、原則とし

て、わが国における計算期間末

日の対顧客先物売買相場の仲値

によって計算しております。 

為替予約取引 

 同左 

３．収益及び費用の計上基

準 

受取配当金の計上基準 

 受取配当金は原則として、株

式の配当落ち日において、その

金額が確定している場合には当

該金額、未だ確定していない場

合には予想配当金額の90％を計

上し、残額については入金時に

計上しております。 

受取配当金の計上基準 

 同左 
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項目 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

４．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

外貨建取引等の処理基準 

 外貨建取引については、「投

資信託財産の貸借対照表、損益

及び剰余金計算書、附属明細表

並びに運用報告書に関する規

則」（平成12年総理府令第133

号）第60条に基づき、取引発生

時の外国通貨の額をもって記録

する方法を採用しております。 

 但し、同第61条に基づき、外

国通貨の売却時において、当該

外国通貨に加えて、外貨建資産

等の外貨基金勘定及び外貨建各

損益勘定の前日の外貨建純資産

額に対する当該売却外国通貨の

割合相当額を当該外国通貨の売

却時の外国為替相場等で円換算

し、前日の外貨基金勘定に対す

る円換算した外貨基金勘定の割

合相当の邦貨建資産等の外国投

資勘定と、円換算した外貨基金

勘定を相殺した差額を為替差損

益とする計理処理を採用してお

ります。 

(1）外貨建取引等の処理基準 

 同左 

 ─────── (2）計算期間の取り扱い 

 当ファンドの計算期間は、平

成17年２月20日が休日のため、

平成16年２月21日から平成17年

２月21日までとなっておりま

す。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

項目 
第５期 計算期間 

(平成16年２月20日現在) 
第６期 計算期間 

(平成17年２月21日現在) 

１．元本の推移   

期首元本額 16,539,970,516円 15,327,765,020円 

期中追加設定元本額 2,160,110,620円 3,312,421,468円 

期中一部解約元本額 3,372,316,116円 4,280,085,795円 

２．元本の欠損 貸借対照表の純資産が元本総

額を下回っており、その差額は

6,195,448,790円です。 

貸借対照表の純資産が元本総

額を下回っており、その差額は

6,042,426,184 円です。 

 

（損益及び剰余金計算書関係） 

第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

分配金の計算過程 

 計算期間末における解約に伴う当期純利益分

配後の配当等収益から費用を控除した額

（53,682,521円）、費用控除後の有価証券売買

等損益（0円）、信託約款に規定する収益調整金

（2,153,824,180円）及び分配準備積立金

（867,120,590円）より分配対象収益は

3,074,627,291円（一口当り0.2005円）でありま

すが、今期は分配を行なっておりません。 

分配金の計算過程 

 計算期間末における解約に伴う当期純損失分

配後の配当等収益から費用を控除した額（0

円）、費用控除後の有価証券売買等損益（0

円）、信託約款に規定する収益調整金

（2,190,195,932円）及び分配準備積立金

（710,246,991円）より分配対象収益は

2,900,442,923円（一口当り0.2019円）でありま

すが、今期は分配を行なっておりません。 
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（有価証券関係） 

  第５期 計算期間（平成16年２月20日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 
含まれた評価差額（円） 

株式 9,033,886,100 1,471,585,149 

投資信託受益証券 48,003,527 △816 

合計 9,081,889,627 1,471,584,333 

 

  第６期 計算期間（平成17年２月21日現在） 

 売買目的有価証券 

種類 貸借対照表計上額（円） 
当計算期間の損益に 
含まれた評価差額（円） 

株式 8,200,465,545 △35,439,382 

投資信託受益証券 116,010,832 △541 

合計 8,316,476,377 △35,439,923 
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（デリバティブ取引等関係） 

 Ⅰ 取引の状況に関する事項 

項目 
第５期 計算期間 
自 平成15年２月21日 
至 平成16年２月20日 

第６期 計算期間 
自 平成16年２月21日 
至 平成17年２月21日 

１．取引の内容 当ファンドの利用しているデリ

バティブ取引は、為替予約であ

ります。 

 同左 

２．取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の為

替の変動によるリスク回避を目

的としており、投機的な取引は

行なわない方針であります。 

 同左 

３．取引の利用目的 デリバティブ取引は、外貨建金

銭債権債務等の為替変動リスク

を回避し、安定的な利益の確保

を図る目的で利用しておりま

す。 

 同左 

４．取引に係るリスクの内

容 

為替予約取引に係る主要なリス

クは、為替相場の変動によるリ

スクであります。 

 同左 

５．取引に係るリスク管理

体制 

デリバティブ取引の執行・管理

については、取引権限及び取引

限度額等を定めた社内ルールに

従い、資金担当部門が決済担当

者の承認を得て行っておりま

す。 

 同左 

 

 Ⅱ 取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

（１口当たり情報） 

項目 
第５期 計算期間 

(平成16年２月20日現在) 
第６期 計算期間 

(平成17年２月21日現在) 

１口当たり純資産額 0.5958円 0.5792円 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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(3）【附属明細表】 

①有価証券明細表 

(ア）株式 
評価額 

通貨 銘柄 株式数 
単価 金額 

備考

アメリカ WESTERN DIGITAL CORP   25,000 11.27    281,750.00 － 

ドル SEAGATE TECHNOLOGY   25,000 17.55    438,750.00 － 

 小計：     720,500.00  

   (76,149,645)  

韓国 SAMSUNG ELECTRONICS 1,000 527,000.00 527,000,000.00 － 

ウォン 小計：  527,000,000.00  

   (54,702,600)  

日本円 昭和電工 98,000 261 25,578,000 － 

 日本化学工業 338,000 394 133,172,000 － 

 大日精化工業 161,000 533 85,813,000 － 

 ＪＳＲ 63,000 2,115 133,245,000 － 

 大阪有機化学工業 50,400 837 42,184,800 － 

 ナトコ 15,300 1,185 18,130,500 － 

 オービック 3,000 19,770 59,310,000 － 

 日本オラクル 5,100 5,110 26,061,000 － 

 コニカミノルタホールディングス 124,500 1,254 156,123,000 － 

 綜研化学 23,800 2,480 59,024,000 － 

 寺岡製作所 85,000 1,007 85,595,000 － 

 旭 硝 子 82,000 1,161 95,202,000 － 

 日本電気硝子 53,000 1,436 76,108,000 － 

 日本電気硝子 新 144,000 1,443 207,792,000 － 

 古河電気工業 20,000 515 10,300,000 － 

 住友電気工業 166,000 1,105 183,430,000 － 

 日本発条 63,000 677 42,651,000 － 

 日立製作所 4,000 659 2,636,000 － 

 東 芝 475,000 443 210,425,000 － 

 三菱電機 3,000 542 1,626,000 － 

 日本電産 8,400 12,380 103,992,000 － 

 日本電気 438,000 655 286,890,000 － 

 富 士 通 362,000 665 240,730,000 － 

 サンケン電気 216,000 1,356 292,896,000 － 

 ディーアンドエムホールディングス 177,000 252 44,604,000 － 

 日本無線 55,000 371 20,405,000 － 

 松下電器産業 368,000 1,573 578,864,000 － 

 ソ ニ ー 212,000 3,970 841,640,000 － 

 Ｔ Ｄ Ｋ 37,500 7,490 280,875,000 － 

 三洋電機 278,000 354 98,412,000 － 

 日本ビクター 65,000 869 56,485,000 － 

 船井電機 3,900 13,030 50,817,000 － 

 東京カソード研究所 14,400 1,705 24,552,000 － 
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評価額 
通貨 銘柄 株式数 

単価 金額 
備考

 スタンレー電気 76,200 1,545 117,729,000 － 

 カシオ計算機 268,700 1,368 367,581,600 － 

 ロ ー ム 27,700 10,090 279,493,000 － 

 京 セ ラ 3,800 7,840 29,792,000 － 

 村田製作所 46,800 5,730 268,164,000 － 

 日東電工 22,700 5,580 126,666,000 － 

 日本ケミコン 133,000 565 75,145,000 － 

 Ｎ Ｏ Ｋ 71,700 2,720 195,024,000 － 

 黒田電気 17,400 2,400 41,760,000 － 

 大日本スクリーン製造 70,000 658 46,060,000 － 

 ＨＯＹＡ 26,200 11,310 296,322,000 － 

 キヤノン 100,200 5,470 548,094,000 － 

 リ コ ー 246,000 1,961 482,406,000 － 

 シチズン時計 176,400 988 174,283,200 － 

 リンテック 58,200 1,496 87,067,200 － 

 任 天 堂 13,200 12,000 158,400,000 － 

 東京エレクトロン 26,500 6,490 171,985,000 － 

 ＴＩＳ 6,700 4,190 28,073,000 － 

 小計： 8,069,613,300  

 合計：  8,200,465,545  

   (130,852,245)  

 

(イ）株式以外の有価証券 

通貨 種類 銘柄 券面総額（円） 評価額（円） 備考

日本円 
投資信託 
受益証券 

フィデリティ・円キャッシュ・
ファンド（適格機関投資家専
用） 

116,010,832 116,010,832 － 

 合計  116,010,832 116,010,832  

有価証券明細表注記 

１．通貨種類毎の小計欄の（  ）内は、邦貨換算額であります。 

２．合計金額欄の（  ）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。 

３．外貨建有価証券の内訳 

通貨 銘柄数 
組入株式時価比率 

（％） 
合計金額に対する
比率（％） 

アメリカドル 株式 ２銘柄 100.00 58.20 

韓国ウォン 株式 １銘柄 100.00 41.80 

 

② 有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 
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２【ファンドの現況】 
 

【純資産額計算書】 

 
 （2005年３月31日現在）

種類 金額 単位

Ⅰ 資産総額 8,448,104,747 円 

Ⅱ 負債総額 134,068,227 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,314,036,520 円 

Ⅳ 発行済数量 14,092,984,170 口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.5899 円 
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第５【設定及び解約の実績】 

 
 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のと

おりです。 

 

期 
設定数量 
（口） 

解約数量 
（口） 

発行済数量 
（口） 

第１期 24,240,227,583 2,621,432,171 21,618,795,412

第２期 15,777,004,315 17,025,916,985 20,369,882,742

第３期 5,906,095,101 8,247,231,170 18,028,746,673

第４期 1,953,816,702 3,442,592,859 16,539,970,516

第５期 2,160,110,620 3,372,316,116 15,327,765,020

第６期 3,312,421,468 4,280,085,795 14,360,100,693
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F i d e l i t y  S e l e c t  F u n d ( T e c h n o l o g y )

設定・運用は フィデリティ投信株式会社

投資信託説明書（目論見書）

2005.5

フィデリティ・
セレクト・ファンド（テクノロジー）
追加型株式投資信託／国内株式型（一般型）

JECR0505-005 FIJ-STC-PRO-0505
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